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障害が 「支配」を超えているという要件

障害を 「考慮」することができなか ったという要件

障害の 「回避」「克服」ができなかったという要件
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は じめに

本稿は、国際物品売買国連条約の第79条(債 務者の支配を超えた障害に

よる不履行)に 関する数多 くの各国裁判例 ・国際商事仲裁判断例のなかか

ら、それらの分布状況 と一般的な傾向を知 るために重要 と判断されたもの

を選択 し、ごく簡単な解説を付 して紹介す るものである。

本稿はもともと、多 くの共同執筆者による同条約全体にわたっての く判

例コンメンタール〉のための原稿 として執筆 されたものであるが、その判

例コンメンタールは未だ刊行されるに至 っていない。 ところが、本年3月

11日 に、東日本大震災が発生 した。広範囲にわたる激 しい揺れ、ひき続 い

ての津波、そ して原発事故。 これ ら未曽有の大災害は、まさに同条約の第

79条 にいう 「障害」に該当す る可能性が高いものである。そこで、今後の

震災後復興の過程において、わずかなが らであって もその法律実務上の支

援となることを期待 して、判例 コンメンタール編集部の了解を得たうえで、

ここに本稿を公表することとした。

以 下 の う ち の 解 説 の 部 分 中 で は 、 参 照 し た 文 献 は 省 略 形 で 示 し て あ る 。

そ れ ら は 以 下 の と お り で あ る 。

・シ ュ レ ヒ ト リ ー ム:ペ ー タ ー ・ シ ュ レ ヒ ト リ ー ム(内 田 貴=曽 野

裕 夫 訳)「 国 際 統 一 売 買 法 成 立 過 程 か らみ た ウ ィ ー ン売 買 条

約 』(商 事 法 務 研 究 会 、1997年)

・曽 野 一山 手:曽 野 和 明=山 手 正 史 『国 際 売 買 法 」(青 林 書 院 、1993

年)

・注 釈II:甲 斐 道 太 郎 ほ か 編 『注 釈 国 際 統 一 売 買 法IIウ ィ ー ン

売 買 条 約 」(法 律 文 化 社 、2003年)

・S/S:IngeborgSchwenzered .,Schlechtriem&Schwenzer:

Commen亡aryon伽UNConventionon亡 んeln亡erna亡TonalSale

ofGoods(CISG),ThirdEdition(OxfordUniversityPress,

2010)

・Honnold:JohnO .Honnold,EditedandupdatedbyHarryM.

Flechtner,UniformLawforInternationalSalesunderthe

1980UnitedNationsConvention,FourthEdition(KluwerLaw

International,2009)
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なお、本稿は、2009年2月 にすでに脱稿 していたものであり、今回は限

られた時間のなかでそれに若干の加筆をしただけである。具体的には、1

件の重要な最近 の判決(79-20)を 加え、参照文献 の1つ であるS/Sの 新

しく出た版(第3版)と の照合を行うことしかできなかった。そのため、

先行著作である井原宏=河 村寛治編 『判例ウィーン売買条約」(東 信堂、

2010年)を 十分に参照 し得ていない。 この点をご容赦願いたい。

第79条

(1)当 事者 は、 自己の義務 の不履行 が 自己の支配 を超 える障害 によ って生 じた

こと及 び契約の締 結時 に当該 障害 を考慮 す るこ とも、 当該 障害又 はその結果

を回避 し、 又 は克服す る ことも自己に合理的 に期 待す る ことがで きなか った

ことを証明す る場 合には、その不履行 について責任 を負わない。

(2)当 事者 は、 契約 の全部 又 は一部 を履行す るため に自己の使用 した第 三者 に

よ る不履 行 により自己の不履行 が生 じた場 合には、次 の(a)及 び(b)の 要

件が満た され るときに限 り、責 任を免れ る。

(a)当 該当事者が(1)の 規定 により責任を免れ ること。

(b)当 該 当事 者の使用 した第三者 に(1)の 規定 を適用 す るとしたな らば、

当該第三者が責任を免れ るであろ うこと。

(3)こ の条 に規定 す る免責 は、(1)に 規定す る障害が存在 す る間、 その効力 を

有す る。

(4)履 行 をす ることがで きない当事者 は、相手 方 に対 し、(1)に 規定す る障害

及 びそれが 自己の履行 をす る能力 に及 ぼす影響 にっ いて通知 しなければ な ら

な い。 当該当事者 は、 自己がその障害 を知 り、 又 は知 るべ きで あ った時か ら

合理 的な期間内 に相 手方が その通知 を受 けなか った場 合 には、 それを受 けな

か った ことによ って生 じた損害を賠償す る責 任を負 う。

(5)こ の条 の規定 は、 当事者が損害 賠償の請求 をす る権利以 外の この条 約 に基

づ く権利を行使す ることを妨げない。

1概 説

(1)第79条 は、契約の一方当事者がその義務の不履行の責任を負わな

い状況、及び、義務からの免責の適用がある場合の救済方法を規定 してい

る。第1項 は、次のような要件を満たす場合には、不履行当事者がその義

務の不履行の責任から解放される旨を規定 している。すなわち、①当該当

事者の不履行が 「障害による」 ものであったこと、②その障害が不履行当

事者の 「支配を超える」 ものであったこと、③不履行当事者がその障害を

契約の締結時に 「考慮する」 ことを合理的に期待することができなかった
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こと、④不履行当事者がその障害を 「回避する」ことを合理的に期待する

ことができなか ったこと、⑤不履行当事者がその障害又はその結果を 「克

服す る」 ことを合理的に期待することができなか ったこと、である。

(2)第79条(2)は 、一方当事者が 「契約の全部又は一部を履行するために」

第三者 と契約 し、その第三者が履行を しなかったという場合に適用 される。

(3)第79条(3)は 、免責の期間を、免責を正当化する障害が継続す る間に

限定 している。第79条(4>は、不履行にっ き免責 を主張 したい当事者に、障

害の発生 とそれが自己の履行の能力に与える影響にっき、他方当事者 に対

して通知をすることを要求 している。第79条(4>の第2文 は、履行をしなか っ

た当事者がその障害を知 り、又は知るべきであった時から合理的な期間内

にそのような通知を しなか った場合には、適切な通知を怠った当事者 は通

知の不着 によって生 じた損害を賠償する責任を負 うことになる旨を規定 し

ている。

(4)第79条(5)は 、不履行当事者が免責を認め られる場合の、その不履行

によって損害を被 った他方当事者が行使可能な救済方法にっき、第79条 が

限定された効果 しか有 しないことを明 らかに している。すなわち、第79条

⑤は、免責は被害当事者の損害賠償請求のみを排除 し、 この条約の下での

当事者の他のいかなる権利をも排除するものではないことを宣言 している。

2第79条 の位置づけと適用範囲

(1)類 似 の 法 理 と の 関 係

第79条 は、 不 履 行 当 事 者 の過 失 の 有 無 や帰 責 事 由 の有 無 を 問 題 とす る も

の で は な い。 ま た 、 い わ ゆ る 「不 可 抗 力 」 や 「履 行 不 能 」 と同 一 視 で き る

も の で もな い。 第79条 は、 既 存 の いず れ の 国 内 法 理 と も混 同 な い し同一 視

され な い よ うに、 注 意 深 く設 計 さ れ た 規 定 で あ る(シ ュ レ ヒ ト リー ム144-

145頁 、 曽 野 一山 手[152][153]、 注 釈H(鹿 野)201-206頁)。

実 際 の裁 判 例 ・仲 裁 判 断 例 の 中 に は、 第79条 の下 で の免 責 は 「履 行 不 能」

に等 しい場 合 に の み認 め られ る もの で あ る こ と を示 唆 す る もの が あ る。 す

な わ ち 、79-1、79-2、79-3は 、 売 主 は、 適 切 な 目的 物 い ず れ も種 類 物

で あ る が 市 場 で は も はや 入 手 で き な い場 合 に の み、 そ の 引 渡 しの 不 履

行 の責 任 か ら免 責 され る こ とを 示 唆 して い る。 ま た、79-4は 、 第79条 の 規

定 が 、 イ タ リ ア 国 内 に お け る事 情 変 更 法 理 で あ る 「過 度 の 負 担 」 法 理

(eccessivaonerositasopravvenuta)と は 異 な る もの で あ る と述 べ て い る。
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なお、後出の79-12は 、第79条 による免責の可能性を、不履行当事者 の

側の不誠実な行為の有無 と結 びっけて判断 して いるが、 これは、障害の

「克服」可能性の判断の一側面を表 しているものと解 される。

79-1ド イ ッ:ハ ン ブ ル ク上 級 地 方 裁 判 所(OLGHamburg)1997年7月

4日

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/97070491.html

売 主Y社(フ ラ ン ス)が 買 主X社(ド イ ッ)に トラ ック20台 分 の トマ ト

缶 詰 の売 買 契 約 を 申 し込 み 、Xが これ を承 諾 した。 しか し、 トラ ッ ク1台

分 だ け しか 引 渡 しが な か った の で、Xは 契 約 解 除 の 意 思 表 示 を し、 引渡 し

が な か っ た分 に っ い て の未 払 い代 金 と、Yの 契 約 違 反 か ら生 じた損 害 の 賠

償 額 とを相 殺 す る と主 張 した うえ で 、 そ の残 額 をYに 対 して 請 求 し た。

裁 判 所 はXの 請 求 を認 容 し、 契 約 価 格 と解 除 時 の 時 価 との 差 額 を損 害 賠

償 額 と認 め 、Xの 相 殺 の 主 張 も認 め た が、 この 結 論 に至 る過 程 で 、 次 の よ

うに述 べ た 。

す な わ ち、 売 買 契 約 締 結 後 の フ ラ ンス で の 大 雨 は トマ トの 収 穫 を減 少 さ

せ 、 トマ トの 市 場 価格 の 上 昇 を もた ら した が、 引 き渡 す べ き種 類 の 目的 物

が 皆 無 とな っ た の で な い こ と に は 疑 いが な く、 ま た、 買 主 が 望 ん だ と して

も引 渡 しが 不 可 能 で あ る 旨 を売 主 は知 らせ て も い な か った 、 そ れ ゆ え、 第

79条 に よ って 売 主 の不 履 行 責 任 が 免 責 さ れ る理 由 は存 在 し な い。

79-2ド イ ツ:ハ ンブ ル ク上 級 地 方 裁 判 所(OLGHamburg)1997年2月28

日

CLOUTNo.277,http://cisgw3./aw.pace.edu/cases/97022891.html

買 主X(イ ギ リス)と 売 主Y(ド イ ッ)が 、 中 国 か らの 鉄 モ リブ デ ン の

供 給 契 約 を締 結 した 。 しか し、Yは 自身 が 中 国 の供 給 元 か ら 目的 物 の 引 渡

しを受 け られ な か っ た の で 、 目的 物 はXに 引 き渡 され な か った 。 引渡 しに

っ い て の 付 加 期 間 の経 過 後 、Xは 、 第 三 者 と代 替 取 引 を行 い、Yに 対 して

当 初 の契 約 価 格 と代 替 取 引 価 格 との 差 額 に っ き損 害 賠 償 を 請 求 した。 これ

に対 してYは 、 契 約 条 項 中 の不 可 抗 力 条 項 に よ る免 責 、 及 び 、 第79条 に よ

る免 責 を主 張 した。

裁 判 所 は、XY間 の 契 約 の解 除 を認 め、 第75条 に基 づ くXのYに 対 す る

損 害 賠 償 請 求 を認 め たが 、Yの 免 責 の主 張 に関 して は、 次 の よ うに判 示 し
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た。

「Yは不可抗力条項 によってもCISG第79条 によ っても免責 されない。

契約中の不可抗力条項 は第79条 よりも広い効果を有する免責を導 くものと

は認められないので、同条項にっき検討す る必要はない。……売主への供

給元からの目的物の引渡 しは目的物の一般的な調達 リスクの一部であり、

契約における典型的な意識に従 うな らば、当該契約が一定の製品や保管物

に限定されているのでない場合には、売主がそのリスクを負 う。たとえ供

給元が売主へ引渡 しをせず、かっ、当該供給元 の行為が予見不可能であ り

契約違反であるとしても、売主は免責されない。市場に入手可能な代替品

が存在する限り、そのよ うな障害 は克服可能である。……それゆえ、 目的

物が類似の品質では入手不可能である場合や、契約の締結時に売主がこの

ことを考慮に入れる必要がなかった場合にのみ、調達 リスクを超えるもの

として売主は免責 される。……また、Yは 、他所から目的物を調達するた

めにより高い代金を支払わねばな らず相当額の金銭的損害を被ることにな

るという事実によっても免責されない。売主 は一般的に、他所で目的物 を

調達することに関 して相当額の追加費用支払 いのリスクを負っており、さ

らには、調達 リスクを甘受 しなが ら一定の価格以下で目的物を調達できな

か った場合に生 じる取引上の損失の リスクを負っている。中国の鉄モ リブ

デンに支払わねばならなか った市場価格が3倍 になったとして も、それは

犠牲の絶対的な限界を超えるものではない。非常に投機的な側面を有する

部門において取引を行 う当事者にっいては、合理性の制限は非常に高いと

ころにある。」

79-3オ ラ ンダ:シ ェル トヘ ンボ ッ シ ュ地 方 裁 判 所(Rb「s-Hertogenbosch)

1998年10月2日(MalaysiaDailyIndustriesPte.Ltd.v.1)airexHol-

land、Bの

http://cisgw3.law.paceedu/cases/981002nl.html

売 主Y(オ ラ ン ダ)と 買 主X(シ ンガ ポ ー ル)が 、 粉 ミル ク の 売 買 に っ

き い くっ か の契 約 を締 結 した。放 射能 に汚 染 さ れ た食 品 に対 す る シ ンガ ポ ー

ル 政 府 の 輸 入 禁 止 令 の 条 件 を 満 た す た め に、XとYは 、 粉 ミル ク を シ ンガ

ポ ー ル 当 局 に よ って 汚 染 され て い な い もの と認 め られ るよ う な一 定 割 合 以

下 の放 射 能 しか 含 ま な い もの に 限 る こ とに 合意 した。 しか し、 契 約 の 締 結

後 、Yは 必 要 な粉 ミル ク を 見 っ け る こ とが で き ず、Xへ の 引渡 しが で き な
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か った。そこで、XがYに 対 して損害賠償を請求 した。

シンガポール政府の規制が不可抗力または予見不可能な事情だったとす

るYの 主張につき、裁判所 は以下のように述べて退 けた。

「不可抗力(forcemajeure)の 抗弁の適用可能性は、ウイーン売買条

約第79条 とオランダ法のどちらの下で も否定 されるべきである。契約締結

の時点でシンガポールの当該基準の存在をYが 知 っていたとい う事実が認

め られること(下 記の点を参照)は 別として、Yが 契約から生 じる自己の

義務を果たすための(Yの 支配を超えた)事 実上の障害は何 もなか ったの

である。当該基準に基づ くならば、当事者にとっての リスクは、最悪の場

合で も当該粉 ミルクが破棄 されるであろうことであり、それはYに とって

の不可抗力ではない。……Yは1993年9月 にはすでにシンガポール政府 の

厳 しい要求の内容を知 っていた。 問題 となる契約 は1994年 の終わ りか ら

1995年 の初めにかけて締結 されたのであるか ら、民法第6:258条 に基づ く

予見不可能な事情の抗弁 もまた認め られない。」

裁判所 はYの その他の主張もすべて退け、Yに 対 して損害賠償を命 じた。

79-4イ タ リア:モ ンザ 地 方 裁 判 所(TribunalCivildiMonza)1993年1

月14日(NuovaFucinatiS.P.A.v.FondmetalllnternationalA.B.)

CLOUTNo.54,http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930114i3.htm1

買 主Y(ス ウ ェ ー デ ン)に 売 買 目的 物 で あ る鉄 ク ロ ム の引 渡 しを しなか っ

た売 主X(イ タ リア)が 、 目的 物 の価 格 が 契 約 締 結 の後 か ら引 渡 しの前 ま

で に43.71パ ー セ ン ト上 昇 した こ と を 理 由 に 、 事 情 変 更 イ タ リア民 法

1463条 以 下 の 「過 度 の 負 担 」(eccesivaonerositasopravvenuta)に 関 す

る規 定 を 根 拠 と して 、 売 買 契 約 の 解 除 を主 張 した。

裁 判 所 は、CISG第79条 と イ タ リア民 法 の 「過 度 の 負 担 」 法 理 に関 す る

規 定 とを 比 較 して、 第79条 は解 除 と い う救 済 方 法 を定 め た 規 定 で は な く、

「CISGの 下 で は、 解 除 とい う救 済 方 法 は契 約 違 反 にっ き規 定 され て い るの

で あ り、 『過 度 の 負 担 」 法 理 は、 抗 弁 又 は 契 約 解 除 の根 拠 と して 主 張 され

る場 合 に は、CISGの 構 造 に 適 合 しな い 。 仮 に本 件 にCISGが 適 用 さ れ た と

して も、 そ の 要 件 が事 実 と して満 た され て い るか 否 か に か か わ らず 、 引 渡

し義 務 の 後 発 的 な 過 度 の 負 担 性 を基 礎 とす るXの[解 除 の]主 張 が 認 め ら

れ な い こ と は明 らか で あ る」 と判 示 した。
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(2)契 約 上 の リス ク 配 分 と の 関 係

以 下 に掲 げ る79-5か ら79-8(及 び、 前 出 の79-2、 後 出 の79-10、79-16)

の よ うに 、 多 くの裁 判 例 ・仲 裁 判 断 例 が 、 第79条 の適 否 の 判 断 に お い て は、

免 責 を主 張 す る 当事 者 が 契 約 を締 結 した時 に 引 き受 け た リス ク の評 価 が 焦

点 と な る 旨を 述 べ て い る。 す な わ ち、 第79条 に よ る免 責 の 問 題 は、 当事 者

間 で の契 約 上 の リス ク配 分 の解 釈 に密 接 に 関 わ って い る。

こ こで は、 フ ラ ンス の 裁 判 所 の 判 例 で あ る79-6と79-7に 注 目 した い。 こ

れ らは い ず れ も リス ク配 分 に 関 す る契 約 条 項 の 有 無 を重 視 して お り、 そ の

意 味 で、 当 事 者 間 の リス ク配 分 に っ い て の1っ の解 釈 の基 準 を明 示 して お

り、 リス ク配 分 に 関 す る当 事 者 意 思 の 解 釈 に お け る裁 量 の 幅 に一 定 の制 限

を付 して い る よ うに思 わ れ る。

な お、 免 責 に っ い て の リス ク分 析 ア プ ロ ー チ は、79-8に 見 られ る よ う に、

危 険 負 担 の 問 題(第66条 以 下)と 関 連 す る場 合 に も用 い られ て い る。

79-5ド イ ツ:ハ ンブ ル ク商 工 会 議 所 仲 裁 裁 判 所(SchiedsgerichtderHan-

delskammerHamburg)1996年3月21日

CLOUTNo.166,http://cisgw3./aw.pace.edu/cases/96032191.html

売 主X社(香 港)と 買 主Y社(ド イ ッ)が 、 中 国 で製 造 さ れ た 製 品 の 独

占的 供 給 と販 売 に 関 す る基 本 契 約 を 締 結 した。 こ の基 本 契 約 で は、 売 主 は

中 国 の製 造 業 者 との取 引 関 係 に責 任 を 負 い、 買 主 は ヨー ロ ッパ で の製 品 の

販 売 に っ き責 任 を負 う こ と とな っ て い た 。XとYは この 基 本 契 約 に基 づ き

定 期 的 に 個 別 の製 品売 買 契 約 を締 結 し履 行 して い た が、 そ の 後 、 中 国 の 製

造 業 者 の1人 が 財 務 上 の 問題 か ら注 文 さ れ た 製 品 をXに 引 き渡 す こ とが で

き な くな っ た。XはYに 対 して 、 過 去 に 引 き渡 した製 品 の一 部 につ い て の

未 払 い代 金 が 支 払 わ れ な い限 りは 当 該 個 別 契 約 上 の義 務 を 履 行 しな い と主

張 した。 そ の た め、YはXと の 取 引 関係 を 終 了 さ せ た 。

Xは 仲 裁 手 続 き を 申 し立 て 、 未 払 い代 金 の 支 払 い を 請 求 した が 、 これ に

対 してYは 、 個 別 売 買 契 約 の違 反 と基 本 契 約 の違 反 の 両 方 に っ い て の 逸 失

利 益 の 賠 償 を反 訴 請 求 し、 そ れ ら と相 殺 す る と主 張 して 、Xか らの 支払 い

請 求 を拒 絶 した。

仲 裁 廷 は、XのYに 対 す る代 金 請 求 を認 め る と共 に 、YのXに 対 す る個

別 売 買 契 約 の 違 反 に基 づ く賠 償 請 求 を 認 め て、 相 殺 の主 張 も認 め た。 た だ

し、 基 本 契 約 の違 反 に基 づ く賠 償 請 求 は認 め な か った。 そ して、Xへ の 中
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国の製造業者の財務上の問題に関 しては、次のように判示 した。

「損害賠償請求は第79条 によっては排斥 されない。……供給下請人[中

国の製造業者]は 、相当額の現金の早急な入手 を条件 として、その事業の

継続 とXへ の製品の引渡 しを約束 した。Xの 製造業者又 は供給下請人に対

する立場 は、第79条 ② における自己の使用する第三者又は自己の従業員に

対す る立場 と同 じではない。製造業者における財務上の困難とその現金の

必要性 は、不可抗力(forcemajeure)や 経済的不能(economicimpossi-

bility)や 過度の負担(excessiveonerousness)の ような、管理不可能 な

リスクではな く、まった く例外的な事態でもない。むしろ、供給者に関係

する リスクはXに より負担されるべきものであり、 たとえそれがより大き

い場合でも同様である。 さらに、Xは 履行のための自己の財務上の能力を

保証 しなければならず、それは債務者の責任の範囲に含まれる典型的な要

素である。たとえ後発的かっ予見不可能な事態によってXが 必要な手段を

失 った場合において も、Xは 、履行のための財務上の能力にっいての自己

の責任からは解放されない。同様のことは、供給下請人の政府からの圧力

による国家融資金の回収の結果 としての、中国の供給下請人との関係 にお

ける現金の不足について も妥当する。……契約 におけるリスクの配分だけ

が ここでは問題 となるのであ」 る。

79-6フ ラ ン ス:コ ル マ ー ル 控 訴 院(CAColmer)2001年6月12日

(SocieteRomayAGv.SARLBehrFrance)

CLOUTNo.480,http://cisgw3ユaw.pace.edu/cases/010612f1.htm1

自動 車 用 の エ ア コ ンの 製 造 業 者 で あ るY(フ ラ ンス)が 、1991年4月 に、

そ の部 品 供 給 業 者 で あ るX(ス イ ス)と 「共 同 事 業 契 約 」 を 結 ん だ 。Xと

Yは この 契 約 に お い て 、Yの 顧 客 で あ るA(ト ラ ッ ク製 造 業 者)のYへ の

注 文 量 に 応 じて、8年 の 間 に最 少 で20,000個 の 外 装 部 品(エ ア コ ンの ポ リ

ウ レ タ ン製 カ バ ー)がXか らYへ 引 き渡 され る こ と を予 定 して い た。 こ の

外 装 部 品 にっ い て は仕 様 の詳 細 が 定 め られ、 そ の価 格 に っ いて も契 約 期 間

全 体 に わ た って 一 定 の 算 出方 法 が 定 め られ て い た。 しか し、 トラ ッ ク市 場

の 突 然 の 不 況 と い う理 由 に よ って 、AがYに 対 して エ ア コ ンの 購 入 価 格 の

大 幅 な値 下 げ を言 い 渡 し、Aの 購 入 価 格 はXがYに 売 却 して い た 外 装 部 品

の 価 格 よ り も50パ ー セ ン ト下 回 る もの と な った 。Yは1993年12月 に、Xが

製 作 す る外 装 部 品 の 使 用 を取 り止 め た い 旨 をXに 伝 え 、Xへ の 注 文 を打 ち
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切 った。 その時点では、20,000個 の うちの8,495個 の引渡 しだけが終了 し

ていた。 その後、XY間 で補償 にっいての合意が整わず、1996年6月 に、

XはYに 対 して損害賠償を求める訴訟を提起 した。

1審 のコルマール商事裁判所は、XY問 の 「共同事業契約」 はいわゆる

「枠契約」であり、当事者に確定的な購入義務を生 じさせるものではなく、

CISGに いう売買契約には該当しないとして、Yの 請求を棄却 した。

これに対 して控訴院は、XY間 の契約の具体的な内容 を検討 し、同契約

はCISGに いう売買契約に該当するとした。

その上で、控訴院は、Yは 契約関係の終了時点で8,495個 の外装部品の

引渡 しを受けていたが、Yは20,000個 を受領 し代金を支払 う意図であった

ので、Yは その義務を未だ履行 していないとした。 そして、Yの 顧客であ

るAの 大幅な契約内容の変更が第79条 による免責の根拠となるのでない限

り、XはYに 対 して第61条 によって損害賠償を請求できるとした。 これに

続けて控訴院は、 このAに よる契約内容の変更は、Xに よって製作された

部品の使用を続 ける場合のYの コス トを非常 に大 きいものにはす るが、

「経験が示すところによれば、8年 という期間の間では、価格の変動は、

たとえそれが突然で重大なものであったとしても、それは例外的なことで

も、まして予見不可能なことでもない。さらに、1991年4月 に締結 された

もののような長期的かっ特徴的な供給契約を結んだ場合には、Yは 、国際

市場で事業を営む経験を有する専門家として、Xに 対 して負 う契約上の義

務の履行の保証、または、それら契約義務の改訂の、いずれかを手配する

べきであった。さもなければ、Yは 不履行の リスクを負 うべ きである。……

以上のことか ら、Yは 第79条 の規定を援用することはできない」と判示 し

た。

結論 として控訴院は、Xの 損害賠償請求を認め、その上で、損失軽減 の

可能性(第77条)を 考慮に入れた上での賠償額 を確定するために専門家に

鑑定を依頼することを決定 した。

79-7フ ラ ン ス:破 棄 院(CourdeCaseation)2004年6月30日(Societe

RomayAGv.SARLBehrFrance)

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040630fl.htm/

事 実 関 係 に つ い て は 、79-6(本 件 の 原 審 判 決)を 参 照 。

第79条 の 適 用 の 可 否 に 関 す る控 訴 院 の 判 断 に っ き 、 破 棄 院 は 次 の よ う に
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判示 した。

「控訴院は、Yが 、Aか らの価格[引 き下げ]指 示を、エアコン・カバー

の価格の再交渉の必要性の根拠 とするのではな く、はるかに少ない報酬 に

よる別の部品の必要性の根拠としたと判示 した。 しか しながら、Yは この

目的物の販売条件の変更の予見不可能性を証明 しなかった。国際取引実務

に通 じている専門家 として、保証 または契約改訂のための契約条項を規定

することは、Yの 役割であった。控訴院は、そのような条項が規定 し落 と

されていた という事実を追求 し、 そのような条項が存在 しない場合には

CISG第79条 の規定か ら利益を得 ることなしに不履行の リスクを負 うのは

Yで あることを矛盾な しに導 き出 した点で正当であ」 る。

79-8ハ ンガ リ ー:ブ ダ ペ ス ト商 工 会 議 所 仲 裁 裁 判 所(ArbitrationCourt

oftheChamberofCommerceandIndustryofBudapest)1996年12月10日

CLOUTNo.163,http://cisgw3.law.pace.eduses/961210h1.html

売 主 で あ るA社(ユ ー ゴス ラ ビ ア)が 買 主 で あ るY社(ハ ン ガ リー)に

キ ャ ビ ア を売 却 し、 引 き渡 し た。 売 買 契 約 で は、Yは キ ャ ビア をAの 住 所

地 に お い て 引 き取 り、 ハ ンガ リー の 自社 施 設 へ 運 搬 しな け れ ば な らな い と

され て い た 。 ま た、 代 金 の支 払 期 日 は 目的 物 引 渡 しの2週 間 後 と定 め られ

て い た が 、 しか し、 そ の 時 点 で 国 連 に よ る ユ ー ゴ ス ラ ビア に対 す る輸 出 禁

止 措 置 が ハ ンガ リー 国 内 で 発 効 して い た 。Aは 代 金 債 権 を キ プ ロ ス のX社

に譲 渡 し、Yは そ の 譲 渡 を 承 認 して 、 何 度 かXへ の 支 払 を試 み た が 、 輸 出

禁 止 措 置 の影 響 もあ り、 結 局YはXに 支 払 が で き な か っ た。 そ の た め 、X

は譲 り受 けた 代 金 債 権 及 び そ の利 息 の 支 払 い を 求 め て仲 裁 を 申 し立 て た 。

Yは 、 自分 はキ ャ ビ アの 占有 を 現 実 に取 得 す る こ と は な か っ た の で、 代

金 を支 払 う必 要 は な い 等 と主 張 した が 、 仲 裁 廷 は、 キ ャ ビ ア につ い て の 危

険 負 担 と所 有 権 はAY間 の売 買 契 約 の 規 定 に従 って 引 渡 し期 日 にYへ 移 転

して い た と認 定 し、 さ ら に、 「不 可 抗 力(forcemajeure)に よ り生 じた 損

害 に っ い て は、 不 可 抗 力 事 由 が発 生 した時 点 で 目的 物 の 危 険 を負 担 して い

た当 事 者 す な わ ちYが 負 わ な けれ ば な らな い」 と判 示 して 、Yに 代 金 と利

息 の支 払 いを 命 じた。

(3)不 適合物品の引渡 し

契約内容に適合 しない物品(不 適合物品)を 引渡 した売主が第79条 によ
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る免 責 を 主 張 す る こ とが で き るか ど うか は、 起 草 過 程 の 段 階 か ら議 論 され

て き た争 点 の1っ で あ る(曽 野 一山手[156]、 注 釈 且(鹿 野)229-232頁)。

現 在 で は 、 肯 定 説 が 多 数 の よ うで あ る(S/S/Schwenzer,Art.79,para6)

が 、 有 力 な 否 定 説 もあ る(Honnold,para427)。

この 争 点 に 関 す る有 名 な 判 決 が、79-9と79-10で あ る。79-9は 、 第79条

の 適 用 を 肯 定 す る 見解 を 示 した(た だ し結 論 と して は別 の 理 由 で免 責 を 否

定)。 しか し、 そ の 上 告 審 で あ る79-10(ド イ ッ連 邦 通 常 裁 判 所)は 、 上 告

を別 の理 由 か ら棄 却 で き た こ と もあ り、 この点 にっ い て の 明 示 の判 断 を 避

け て い る。 な お 、 そ の後 に現 れ た79-11(こ れ も ドイ ッ連 邦 通 常 裁 判 所)

も、 や は り明 示 の判 断 を 避 け て は い るが 、 しか し、 そ の判 示 内 容 は、 売 主

が 不 適 合 物 品 を 引 き渡 した場 合 に も第79条 が適 用 さ れ る こ と を前 提 と して

い る よ う に思 わ れ る。

な お 、79-12は 、 不 適 合 物 品 を 引 き渡 し た売 主 に っ い て 、 第79条 に よ る

免 責 とい う結 果 を 明確 に認 め た判 決 で あ る。

79-9ド イ ツ:ツ ヴ ァイ ブ リ ュ ッケ ン上 級 地 方 裁 判 所(OLGZweibrUcken)

1998年3月31日

CLOUTNo.272,http://cisgw3./aw.pace.edu/cases/98033191.htlm

買 主X(オ ー ス トリア)は 、 ワ イ ンぶ ど う畑 を 経 営 し、 ぶ ど う の樹 を 育

て 、 ワイ ンを精 製 し販 売 して い る。 ぶ ど うの 木 の 接 木 の 過 程 で 、Xは 、 木

の 枯 れ を 防 ぎ感 染 の 危 険 を 減 らす た め に、 特 別 な ワ イ ン ワ ック ス(vine

wax)を 使 用 して い た。Xは ワ ック ス を売 主Y(ド イ ッ)か ら長 年 にわ た っ

て 購 入 して い た 。 ワ ック ス の製 造 者 はA社 で あ り、YはA社 か らB社 を 通

じて ワ ック ス を 入 手 して い た。 あ る年 にYの 指 示 に よ ってXに 引 渡 され た

ワ ッ クス は、Aが 新 た に開 発 した タ イ プ の ワ ック ス(黒 ワ イ ン ワ ッ クス)

だ った 。 目的 物 は、Bを 通 したYの 指 示 に よ り、Aか らXへ 直 接 に 引 き渡

され た た め、YはXへ の 引 渡 しの 前 に 目的 物 を 現 実 に受 け取 る こ と も検 査

す る こ と も しな か った。 そ の 後 、XがYに 対 して 、 ワ ック ス に 欠 陥 が あ っ

た と して 、 ぶ ど う畑 に生 じた 損 害 の 賠 償 を請 求 した。 これ に対 してYは 、

そ の損 害 は霜 に よ る もの で あ り、 ま た、 自分 は売 買 の仲 介 人 で あ って 、 損

害 の発 生 は 自分 の 支配 を 超 え た もの で あ る か ら、 第79条 に よ っ て免 責 され

る と主 張 した。Yは さ ら に、 売 買 約 款 中 に 規 定 さ れ て い た免 責 条 項 に よ り

賠 償 責 任 を 負 わ な い 旨 も主 張 した 。
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裁判所 は、Yが 引き渡 したワックスは契約の趣旨に適合 していなかった

として、Yの 損害賠償責任を認めた(第35条(1))。 そ して、CISGは 免責条

項の有効性に関する規定を設けていないので、 この点は国際私法の準則に

より適用 される国内法 に従 って判断されねばな らないとして、 ドイッ法を

適用 して、過失の程度 に関わ らない責任の全部免除は無効であると判示 し

た。

裁判所 はまた、欠陥のある目的物の引き渡 しは第79条(1)に いう 「障害」

となりうることを認めたが、 しか し、本件においては、目的物の欠陥はY

の支配を超えたものではないと判示 した。すなわち、たとえXとYと の間

に継続的な取引関係が存在 していたとしても、YがAの 製品を検査するこ

となしに信頼 したことは合理的ではない、何故 ならば当該製品は新 しく開

発されたものだったからである、 とした。

裁判所 はさらに、たとえYが 単なる仲介人として行動 したとしても、Y

は目的物の適合性の欠如にっ き責任を負 うのであり、 この場合、供給者や

仲介人は第79条 ②における 「第三者」とはみなされない、とした。

79-10ド イ ツ:連 邦 通 常 裁 判 所(Bundesgerichtshof)1999年3月24日

CLOUTNo.271,http://cisgw3./aw.pace.edu/cases/99032491.html

79-9の 上 告 審 で あ る。 事 実 関 係 に っ いて は79-9を 参 照 。

売 主Yの 上 告 を受 け た連 邦 通 常 裁 判 所 は 、 以 下 の よ う に判 示 した 。

「Yは 第35条(2Xa>に よ り ワ イ ンの 樹 の手 入 れ に適 した ワ ッ ク ス を 引 き渡

す 義 務 を 負 うが、1994年 にXに よ り引 き渡 され た黒 ワ イ ン ワ ック ス は 、 両

当 事 者 が認 識 し両 当事 者 が 適 用 した 業 界 の基 準 を満 た す もの で は な く、 し

たが って 当 該 ワ ック ス は第35条 の 規 定 の下 で は契 約 に適 合 して い な か っ た

とす る控 訴 裁 判 所 の認 定 は正 当 で あ る。」

「第79条 が 、 損 害 賠 償 責 任 を 発 生 させ る契 約 義 務 の不 履 行 の 想 定 され る

全 て の場 合 と形 式 に、 したが って 欠 陥 の存 在 の た め に契 約 に適 合 しな い 目

的 物 の 引 渡 しにっ い て も適 用 さ れ う る のか 、 … … そ れ と も欠 陥 の あ る 目的

物 を 引 き渡 した売 主 は第79条 を援 用 す る こ と は常 に不 可 能 なの か … … に関

して は、 未 だ 議 論 の あ る と こ ろ で あ る。 … …第79条 に よ る免 責 は、 控 訴 裁

判 所 が正 当 に そ の判 決 の 基 礎 と した も の で あ るが 、 い ず れ に して も、 ワ イ

ンワ ッ ク ス の 欠 陥 はYの 支 配 を超 え た もの で は な い の で 、 同 条 は適 用 され

な い。 そ れ ゆ え、Yは 契 約 に適 合 しな い 目的 物 の 引 渡 しの結 果 にっ き責 任
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を負 う。」

「第79条 の下での免責 は、契約上 の リスクの配分 を変更 させ ない。

CISGに よるな らば、売主の責任の根拠 は、売主が契約に適合 した 目的物

を購入者 に供給することを合意 したことにある。仮に売主への供給者(ま

たは供給者 ら)の 契約違反が第79条 の規定における一般的な障害だとする

と、それは売買契約の内容に従 って売主が回避又は克服 しなければならな

い障害である。……買主の観点か らすると、売主が目的物を自分で製造す

る この場合には不履行は一般 に売主の支配下にあるので、第79条 の適

用は原則として排除される のか、または売主が目的物をその供給者か

ら入手するのかで、何 ら違いはない。……売主がその供給者による期限内

の引渡 しにつき責任を負 う場合、売主はその供給者が欠陥のない目的物 を

引 き渡す ことの確認 にもまた義務を負 う。 このような観点か らす ると、

CISGは 最終的な引渡 しと契約に適合 しない目的物の引渡 しとを区別 して

いない。 どちらの契約違反にっいても責任に関する同一の基準が適用され

る。」

「第79条 によれば、契約に適合 しない目的物 による損害の結果からの売

主の免責 は、……当該不適合が売主の支配下 にあるとみなせない場合にの

み検討 されうる。売主は調達 リスクを負っているので、(目 的物の欠陥の

原因がたとえ売主への供給者又は供給者への供給者にあったとしても)当

該欠陥が売主自身の支配の外にあり、かっ、売主への供給者の支配の外に

ある事情 によるものである場合にのみ、第79条(1)又 は第79条(2>の下で売主

の免責が可能となる。」

「CISGの 下での責任 は、上級地方裁判所の見解 とは異なり、Xへ の引

渡 しの前 に目的物を検査するという供給者の義務に基づくのではな く、 そ

のような検査は、上告理由によるな らば、過去に購入 したワインワックス

には欠陥が存在 したことはなかったのであり、本件では必要はなかった。

法規定によるリスクの配分、及び、当事者間でのリスク配分に関す る別段

の合意の不存在という理由から、Yの 有責性は重要ではな く、結果的にY

が保証責任を負 うこととなる点で、これはその通 りである。」

結論 としては、連邦通常裁判所 は、Yが 第77条 の損失軽減義務を負うか

否か、またどの程度負うかという問題を原審が判断 していないとす る上告

理由を容れて、原判決を破棄 し差 し戻 した。
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79-llド イ ツ:連 邦 通 常 裁 判 所(Bundesgerichtshof)2002年1月9日

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/02010991.htm1

買 主X(オ ラ ン ダ)と 買 主A(オ ラ ン ダ)は 、2557.5ト ンの 粉 ミル ク を、

売 主Y(ド イ ッ)か ら買 い 受 け た 。XとAは 、 こ の 粉 ミル ク の う ち の2550

トンを ア ル ジ ェ リア のB社 へ 売 却 した 。Yに よ って 包 装 され 引 き渡 さ れ た

粉 ミル ク は、XとAに よ って抜 き出 し検 査 され 、 特 に異 常 が 発 見 され なか っ

た の で、 粉 ミル ク は新 た に ア ン トワ ー プ港 で 保 管 さ れ、 そ の 後 、 ア ル ジ ェ

リア へ船 積 み さ れ た。 と こ ろ が、 アル ジ ェ リアへ 引 き渡 され た粉 ミル ク に

よ り製 造 さ れ た ミル ク の 一 部 に 酸 敗 した 味 が した 。 そ こ で、XとAは 、B

へ 補 償 金 を支 払 う約 束 を した。 ま た、Aは 、Yに 対 す る損 害 賠 償 請 求 権 を

Xに 譲 渡 した。

Xは 、Yに 対 して損 害 賠 償 を 請 求 し、Bに よ り指 摘 され た酸 敗 した味 は、

粉 ミル クの 誤 っ た製 造 過 程 で リパ ー ゼ酵 素 が 侵 入 した こ と に よ る もの で あ

り、 リパ ー ゼ酵 素 は 目的 物 の危 険 移 転 の時 点 で す で に存 在 して い た と主 張

した。 これ に対 して 、Yは 、 粉 ミル ク へ の リパ ー ゼ 酵 素 の侵 入 が 最 初 に 起

き た の は危 険 移 転 の 後 で あ っ たか 、 ま た は、Yに よ って 引 き起 こ さ れ た も

の で は な い と主 張 した 。

原 審 は、 欠 陥 の 原 因 に 関 す る鑑 定 の 結 果 、Xの 請 求 の一 部 を 認 容 した 。

Yが 、 請 求 全 部 の 棄 却 を求 め て 連 邦 通 常 裁 判 所 へ 上 告 した。

連 邦 通 常 裁 判 所 は、 以 下 の よ う に判 示 した。

「CISGが 証 明 責 任 を 明 示 的 に(第79条)又 は、 黙 示 的 に(第2条(a))

規 定 して お り、 した が って 国 内法 の 適 用 は そ の 限 りで妨 げ られ る こ と、 及

び、CISGは ル ー ル/例 外(rule/exceptiQn)原 則 に従 っ て い る と い う上

告 理 由 の 出 発 点 は正 しい。 … … しか し、 上 告 理 由 は、CISGの 証 明 責 任 の

ル ー ル が そ の 実 質 的 な 適 用 可 能 性 の 範 囲 を超 え る こと は で き な い とい う点

を 見 落 と して い る。 そ の 範 囲 は、 第4条(1)に よ って 決 ま る。 す な わ ち、 同

条 項 に よ る と、CISGは 売 買 契 約 の 履 行 及 び 当 該 契 約 か ら生 じ る買 主 と売

主 の義 務 と責 任 に っ い て のみ 規 定 して い る。 … … 原 審 は 、1998年8月24日

付 の[YがX側 に 対 して 目的 物 の 契 約 不 適 合 の事 実 を認 め た]手 紙 の結 果

と して の 証 明 責 任 の 転 換 に基 づ き、Yが 問 題 の 粉 ミル クが 危 険移 転 の 時 点

で 契 約 に 適 合 して い た こ と を主 張 立 証 しな けれ ば な らな い と、 正 し く推 定

して い る。」

しか し、 連 邦 通 常 裁 判 所 は、 原 審 はYに よ っ て指 摘 さ れ た 鑑 定 意 見 の 矛
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盾点を探求すべ きであったとして、本件を原審に差 し戻 した。その際、以

下のように述べた。

「新たな事実審理によって、微生物学的な不活性の リパーゼ酵素の粉 ミ

ルクへの侵入が、危険移転の時点で排除され得 ない場合には、その結論 は、

Yが この侵入にっき第79条 の下で責任を負わないか否かによって決まる。

上告理由は、第79条 は契約の要請 に合致 しない物品の引渡 しにもまた適用

され るとい う意見 であ る(当 法廷 において は残 された問題で ある。

BGHZ141,129,132)。 上告理由は、粉 ミルクは最新の科学知識 と技術 に

基づ き製造されており、標準的な工程によっては存在するリパーゼ酵素株

を排除することはできないか ら、Yは 第79条 の下では責任を問われないと

主張 している。 これに関連 して、我々は、念のため、Yが たとえさらなる

加工の前 において必要な分析方法が注意深 く実施されたとして も引き渡さ

れた粉 ミルクへの リパーゼ酵素の侵入が何 ら検 出されなかったであろうこ

と、及び、粉 ミルクの製造 において起こりうる侵入がYの 影響範囲の外に

ある理由に基づいていることを証明 し得た場合にのみ、Yは 契約に適合さ

せることの不履行による損害賠償を支払 う義務か ら解放 される、 というこ

とを述べてお く。」

79-12フ ラ ン ス:ブ ザ ン ソ ン商 事 裁 判 所(Tribunaldecommercede

Besancon)1998年1月19日(FlippeChristianv.SARL1)ouetSportCol-

lections)

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980119f1.htm1

買 主X(ス イ ス)が 売 主Y(フ ラ ンス)と 柔 道 着 の 売 買 契 約 を 締 結 し、

柔 道 着 がXに 引 き渡 さ れ た 。 そ の 後 、Xか らの 購 入 者 た ちか ら、 この柔 道

着 は洗 濯 す る と6～8セ ンチ も縮 む と い う ク レー ム がXに 対 して あ った 。

XはYに 対 して 柔 道 着 の 契 約 不 適 合 性 を 理 由 と して 売 買 契 約 の 解 除 を主 張

し、 代 金 の返 還 と損 害 賠 償 を 請 求 した 。Yは この 柔 道 着 の 製 造 元 で あ るA

社 に 問 い 合 わ せ、 そ の程 度 の 縮 み は通 例 で あ る と い う回 答 を得 た の で、X

の 請 求 を拒 絶 した。

裁 判 所 は まず 、 柔 道 着 の契 約 不 適 合 性 を認 め 、 契 約 の 解 除 権 の存 在 を 認

め た。 しか しな が ら、 そ れ に 続 け て 、 次 の よ う に判 示 した 。 「一 方 で、X

は 目 的物 の 全 て が 問題 を 有 して い た と い う証 拠 を提 出 して お らず 、 引 き渡

され た 目的 物 の一 部 に よ り利 益 も得 て い る の で あ り、 他 方 で、Yは そ の 製
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造過程 とりわけ製品の素材の合成 に関 してはYの 支配を超えているような

製品の売主という地位にあるか ら、Yの 側が不誠実だと認められない本件

では、Yに 第79条 の利益を認めることが適当である」。

裁判所 は結論 として、購入代金の35パ ーセ ントの減額を認め、その返還

をYに 対 して命 じたが、損害賠償の請求にっいては棄却 した。

(4)第79条 の適用肯定例

第79条 は、訴訟や仲裁で不履行当事者によって主張されることは多いが、

認容されることはあまりない。本稿執筆時に参照可能であった裁判例 ・仲

裁判断例の中では、以下の もので、免責が認め られている。79-26(売 主

の物品引渡 しの遅延。売主が期限内に運送手配 をして物品を運送人に引き

渡 したことによってその履行を完了 した場合には、売主は引渡 しの遅滞に

よる損害賠償か ら免責 されると判示 した)、79-12(売 主 の不適合物品の引

渡 し。ただ し、損害賠償責任は免責されたが、裁判所は売主に対 して受領

した代金の一部返還を命 じた)、79-22(買 主の代金支払いの遅延に対する

利息支払 い義務 にっ き、買主を免責 した)、79-23(物 品の買主国への輸入

許可の国家機関による拒否。すでに代金を支払っていた買主にっ き、引渡

しに対する受領の不履行による損害賠償義務か らの免責を認めた)。

なお、79-20は 、第79条 の要件が満たされていることを認 めたうえで、

その効果 にっいて、第79条 が規定する免責ではなく、国際取引法の一般原

則によるべきものとして、一方当事者の主張に従 った契約価格の改訂を認

めており、注目に値する。

3「 障害」の存在という要件

(1)「 障 害 」 の 存 否 の判 断

第79条 に よ り免 責 され るた め の 要 件 の 第1は 、 「障 害 」 が 存 在 す る こ と

で あ る。 条 約 の 起 草 過 程 で は、 「障 害 」 概 念 を狭 く定 義 し、 そ の 有 無 が 客

観 的 に 認 定 で き る もの と な る よ うに 意 図 され て い た。 ま た、 「障 害 」 は 、

それ が契 約 締 結 前 か ら存 在 して い た か 契 約 締 結 後 に生 じた か を問 わ な い も

の と さ れ て い た(シ ュ レ ヒ ト リー ム145頁 、 注 釈II(鹿 野)208-209頁 、S/

S/Schwenzer,Art.79,para12)0

しか しな が ら、 多 くの 裁 判 例 ・仲 裁 判 断 例 は 、 何 が 第79条(1)に お け る

「障 害 」 を 構 成 す る か と い う問 題 に は焦 点 を 当 て て い な い 。 免 責 を肯 定 し
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た数少ない事案において も、免責を否定 した数多 くの事案においても、第

79条(1)で規定する 「障害」が存在する ・あるいは ・しないことを示唆する

言葉を用いてはいるが、 しか し、それらの結論 は、「障害」そのものの存

否の判断に基づいているというよりも、「障害」 に要求 される後述の諸性

質(支 配可能性、考慮可能性、回避可能性、克服可能性)の 存否の判断に

基づいている場合が多い。たとえば、下 に掲げる79-13に おける、売主 の

国による石炭輸出の禁止や石炭採掘者のス トライキは、学説上、第79条(1)

の 「障害」を構成する典型例 とされるが、 しか し、仲裁廷は、それらが契

約締結前 にすでに生 じており、 したがって契約締結時に 「考慮」可能であっ

たことを実質的な理由として、売主の免責の主張を否定 している。

これに対 して、79-14は 、第79条(1>に いう 「障害」 とは、個人的な事情

とは関係な しに、契約義務の履行を妨げる客観的な状況のことであると明

確に述べたものである。

79-13ブ ル ガ リア:ブ ル ガ リア 商 工 会 議 所 仲 裁 廷(ArbitrationTribunal

ofBulgarianChamberofCommerceandIndustry)1996年4月24日

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960424bu.html

事 案 の 詳 細 は不 明 だ が 、 概 ね次 の よ うな もの で あ る。

売 主X(ウ ク ラ イ ナ)と 買 主Y(ブ ル ガ リア)が 、 一 定 品 質 の 石 炭 の 一

定 量 の売 買契 約 を締 結 し、XがYに 石 炭 を 送 付 した が、 そ の う ち の1割 が

契 約 で定 め られ た 品 質 よ り も劣 った 品 質 の もの で あ った た め、Yは 目的 物

の うち の1割 が 引渡 しの 遅 滞 に 陥 って い る と して 、 約 定 代 金 の9割 しか 支

払 わ な か った 。

仲 裁 廷 は、1割 分 の 引 渡 し遅 滞 に つ い て はXとYが50対50の 割 合 で責 任

を負 うべ きだ と した が 、 そ の仲 裁 判 断 の 中 で、 以 下 の よ う に述 べ た。

「不 可 抗 力(forcemajeure)状 態 と は、 予 見 不 可 能 か つ 回 避 不 可 能 な

異 例 の性 質 の 出来 事 の 結 果 と して 、 契 約 締 結 後 に生 じ る事 情 か らな る も の

で あ る。 不 可 抗 力 の た め に そ の 義 務 を 履 行 で き な い 当 事 者 は 、[XY間 の]

契 約 の第8条 に従 い、 た だ ち に他 方 当 事 者 へ 通 知 す る義 務 を 負 って い る。

政 府 に よ る 石 炭 の輸 出 の 禁 止 も、Yが 根 拠 と して い る[XY間 の 契 約 に 基

づ く]石 炭 に つ い て の ウ ク ラ イ ナ政 府 に よ る輸 出制 限 命 令 も、 ど ち ら も

CISGに よ る不 可 抗 力 の存 在 の要 件 に も本 契 約 の 諸 規 定 に も該 当 しな い。

それ ら は契 約 締 結 の 前 に生 じて い る。Xは 、 ウ ク ラ イ ナ の炭 鉱 で の ス トラ
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イキの発生 にっいての通知のみを根拠として不可抗力を主張することも、

その時期 にはすでに履行を遅滞 していたので、できない。」

79-14ド イツ:ミ ュンヘ ン上級地方裁判所(OLGMunchen)2008年3月

5日

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/08030591.htm1

売主Y(ド イッ)と 買主X(イ タリア)は 、どち らも専門の自動車 ディー

ラーであったが、ある中古車の売買契約を締結 した。Yは その自動車を別

の自動車ディーラーから購入 した。警察の審査では何 も問題は出なかった

が、後になってその自動車が盗難車であることが判明し、イタ リアの警察

がその自動車を元々の所有者に返還 した。そのため、すでに第三者にその

自動車を販売 していたXは 、 自動車の購入代金 として受け取 っていた小切

手を購入者に返還 しなければな らなかった。Xは 、Yの 契約違反を理由と

して損害賠償を請求 した。Yは これに対 して、 自分は善意であったと主張

して請求の棄却を求めた。

1審 は、Xの 請求を棄却 した。すなわち、Yの 契約違反はその支配を超

えた障害 によるものであ り、その障害を契約締結の時点で考慮することを

合理的にみて期待できず、それを回避することもその結果を克服す ること

もで きなか ったので、Yは 第79条(1>に より責任を負わないとした。Xが 控

訴。

裁判所 は、Yは 当該自動車の所有権をXに 移転する契約上の義務(第30

条)を 履行 しなかったと認定 した上で、第79条 の適用にっき次のように述

べて1審 判決を一部破棄 し、Xの 損害賠償請求を認めた。

「第1審 判決の判断とは逆に、損害賠償の請求は第79条(1)に よっては妨

げられない。本件 における状況を正 しく検討するならば、契約違反はYの

支配を超えた障害によるものではないし、契約締結の時点で考慮す ること

や当該障害又はその結果を回避することや克服することが合理的に期待で

きなかったわけでもない。まず第一に、第79条 は契約上の リスクの配分を

変化させるものではないことに留意 しなければならない。国際物品売買条

約においては、売主が負 う責任は、売主が物品を引き渡 して物品の所有権

を買主に移転する義務を負 っていることに基づいている。第79条 によると、

契約義務の違反の結果か らの売主の免責は、当該違反を売主に帰せ しめる

ことが合理的にみて不可能な場合にのみ可能である(BGH,NJW1999,p.
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2440参 照)。 か くして、第79条 における免責 は、売主の個人的事情 とは何

ら関係を有するものではなく、契約上の義務の履行を妨げる客観的な状況

が存在する場合にのみ問題 とな りうる。……YのXへ の所有権移転の不履

行は、Yの 個人的な事情 として扱われねばならず、当該不履行 はYの 支配

を超えた障害によって生 じたものではない。第79条 による免責は契約上 の

リスクの配分を変化 させるものではないので、Yは 、Y自 身が警察や登録

事務所へ何度か確認を して契約上の義務を果たすためのあ らゆる必要な手

続きを踏んだという事実を、 自己に有利に援用することはできない」 と判

示 した。

さらに、裁判所は、障害が契約締結の時点で合理的にみて考慮に入れる

ことや、障害又はその結果を回避 し又は克服することが合理的に期待する

ことができなか ったとい う主張は説得的ではない、何故な らば、本件では、

Yに 自動車の来歴に疑いを抱かせる状況(車 種 と走行距離に照 らして低い

価格、第一の買主のファース トネームが登録証記載のファース トネームと

違 っていたという事実等)が 存在 していたからである、 とした。

(2)売 主への供給者の不履行

「売主がその契約 目的物の供給源としている第三者たる供給者による不

履行」が、売主を免責する 「障害」であるとする主張にっいて、裁判例 ・

仲裁判断例で しばしば問題とされている(こ の状況は第79条 ②の適用可能

性の問題 とも関係する。後出の 「8自 己の使用 した第三者による不履行」

を参照)。 すなわち、多 くの事案で、売主が、その供給元たる者が売主へ

契約(適 合)目 的物を引渡さなかったことを 「障害」 として主張 し、その

結果 として、①売主による買主への目的物引渡 しの不履行や、②売主 によ

る買主への契約不適合物品の引渡 しにっき、売主は免責 されるべ きである

と主張 している。

①の目的物の引渡 し不履行のケースにっいては、下 に掲げた79-15と79-

16(及 び、前出の79-2と79-5)が 、売主は通常その供給者が違反す るリス

クを負担 していること、そして、売主はその不履行が売主の供給者の不履

行により引き起 こされた場合には一般的には免責を受けられないことを判

示 している。

②の契約不適合物品の引 き渡 しのケースについて は、前出の79-10が 、

CISGの 下では、当事者がその契約の中で別途の リスク配分に合意 してい
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るのでない限り、売主 は 「調達 リスク」 その供給者が物品を期限内に

引き渡さなかったり不適合物品を引き渡す というリスク を負担するこ

と、そして、売主はそれゆえその供給者の不履行を第79条 における免責 の

ための根拠として主張することは通常はできないことを、詳細に述べてい

る。

ただし、例外的に、前出の79-12は、契約不適合の柔道着が第三者 によっ

て製造されたことを理由として、不適合物品の引渡 しによる損害賠償か ら

の免責をその売主に認めている。その結論 と論理構成には、なお検討すべ

き点が残 されているように思われる。

79-15ロ シァ:ロ シ ア連 邦 商 工 会 議 所 国 際 商 事 仲 裁 廷(TribunalofInter-

nationalCommercialArbitrationattheRussianFederationChamberofCom-

merceandIndustry)1995年3月16日

CLOUTNo.140,http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950316r1.html

売 主Y(ロ シア)と 買 主X(ド イ ッ)の 間 で、 化 学 製 品(金 属 性 ナ ト リ

ウ ム)の 供 給 契 約 が 結 ば れ た が 、 目的 物 は 指 定 期 間 内 にXに 引 き渡 され な

か った。 そ の 結 果 、Xは 当 該 化 学 製 品 を第 三 者 か らYと の契 約 価 格 よ り も

高 額 で購 入 せ ざ るを 得 な か っ た。Xが 契 約 価 格 と第 三 者 か らの 購 入 価格 と

の 差 額 に っ き損 害 賠 償 を 請 求 した 。

Yは こ れ に 対 し、Yの 支 配 を超 え る 障 害 、 す な わ ち、 目的 物 を 製 造 して

い る工 場 の 緊 急 の製 造 停 止 の た め にそ の 引渡 しが で き な か っ た こ とを理 由

と して、 損 害 賠 償 義 務 か らの免 責 を 主 張 した。

仲 裁 廷 は 「製 造 業 者 に よ るYへ の 当 該 目的 物 の供 給 の拒 絶 は、Yの 義 務

を免 責 す る障 害 と は認 め られ な い の で あ り、Yは そ の 義 務 の 不 履 行 の責 任

を免 責 す る よ うな 障 害 の存 在 を立 証 で き な か っ た」 と述 べ 、Yに 損 害 賠 償

の 支 払 を 命 じた。

79-16国 際 商 業 会 議 所 仲 裁 裁 判 所(CourtofArbitrationoftheInterna-

tionalChamberofCommerce)1995年(CaseNo.8128)

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958128i1.htm1

第 三 者 へ の 転 売 契 約 を 履 行 す る た め に 、 買 主X(ス イ ス)は 、 売 主Y

(オ ー ス ト リ ア)と 化 学 肥 料 の 売 買 契 約 を 締 結 し た 。Yは 、 ウ ク ラ イ ナ の

供 給 者 に 化 学 肥 料 の 一 部 の 手 配 を 依 頼 し た 。Xは 、 引 渡 し の 際 に 使 用 す る
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ための包装物(Yの 指示に基づいてXが 製造 した袋)を ウクライナの供給

者に送付 した。 しか し、Xが 送付 した袋がウクライナの化学業界の技術的

基準に適合 しなかったので、供給者はそれらの袋を使用できなかった。結

果として、目的物 は約定 された期間内に引き渡 されなかった。Xは 、すで

に転売相手 と締結 していた契約を履行するために、より高い価格での代替

取引をせざるを得なかった。XがYに 対 して損害賠償を求めて仲裁手続 き

を申し立てた。

仲裁廷 は、供給者にっいてではな く自分 自身にっいて履行を妨げる状況

を克服することができなかった、 というYの 主張に対 して、次のように述

べた。

「この主張は正当ではない。第79条(2)が 規定するように、Yは 不履行 に

より生 じる責任か ら免責 されない。…… もしもYがXに 包装物 にっいて指

示をし、Yが 供給者を使用するのであれば、Yに は、 自分が指定 した包装

物を供給者が使用できることを事前 に確認する義務がある。Yは 明 らかに

供給者への問い合わせを怠 った。 しか しなが ら、仮にYが 供給者に問い合

わせ、供給者が誤 った情報を与えたとしても、それによってYの 義務が免

責されることはない。Xと の契約を履行するために当該供給者を選んだY

は、当該供給者の行為について責任を負わねばならない。 この ことは第79

条②から導き出される。売主が使用する供給者 にっいての売主の責任 は、

目的物の供給に関する一般的な リスクの一部をなす ものだか らである。」

仲裁廷 は、結論 として、Xの 一部解除の主張を認め(第51条(1)、 第73条)、

損害賠償の請求 も認めた。

(3)履 行の費用または目的物の価値の変化

履行費用の上昇や目的物価格の下落 といった経済的事情の変化が、第79

条(1)にいう 「障害」に含まれ るか否かにっいては、起草過程の段階から議

論があった(シ ュレヒトリーム145-146頁 、曽野一山手[154]、 注釈II(鹿

野)227-229頁 、S/S/Schwenzer,Art.79,para30)。

裁判例 ・仲裁判断例では、契約の経済的側面 の変化を理由とする損害賠

償責任からの免責の主張は、繰 り返 し現れている。売主は、契約履行の費

用の増加 は売主の物品引渡 しの不履行による損害賠償を免除すべ きである

と主張 し、買主は、売却された物品の価値の減少は物品の受領や代金支払

いの拒絶 による損害賠償か ら免責 されるべ きだと主張する。 しかし、本稿
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執 筆 時点 で 参 照 可 能 だ っ た裁 判 例 ・仲 裁 判 断 例 の中 に は 、 これ らの主 張 が

認 め られ た ケ ー ス は な か っ た。

下 に 掲 げ た79-18と79-21(及 び、 前 出 の79-2と79-5)は 、 一 方 の 当事 者

が 契 約 の 経 済 的 結 果 に 影 響 す る相 場 変 動 の リス クや そ の 他 の 要 因 を 負担 し

た もの と見 な さ れ る 旨 を述 べ て い る。 ま た、 前 出 の79-6は 、 物 品 の市 場 価

格 が 相 当 程 度 に下 落 した 後 の買 主 に よ る免 責 の 主 張 を否 定 す る に 当 た り、

そ の よ うな 価 格 の変 動 は国 際 取 引 にお け る予 見 可 能 な事 態 で あ り、 そ れ ら

が もた らす 損 失 は 「国 際 市 場 で事 業 を 営 む専 門 家 が 負 うべ き」 通 常 の リス

ク の一 部 で あ る と判 示 した。

経 済 的 な 状 況 の変 化 を 理 由 とす る免 責 を 否 定 す る 際 の 根 拠 と して は、 以

上 の ほか に 、 当該 変 化 の 結 果 が 克 服 可 能 で あ っ た こ と(前 出 の79-1)、 及

び、 当該 変 化 の可 能 性 は契 約 締 結 時 に考 慮 され るべ き で あ っ た こ と(下 に

掲 げ た79-17、79-18、79-19、 及 び、 前 出 の79-6)が あ る。

な お 、79-19で も言 及 され て い る よ う に 、 事 情 の 変 更 に 際 して は 、 当 事

者 又 は裁 判 官 に よ る契 約 内 容 の改 訂 の 方 が 現 実 的 な対 応 と な る。 そ の点 で 、

CISGの 第79条 に は 機 能 的 限 界 が あ る。 こ の 問 題 を 克 服 す る た め の 手 段 と

して は、 諸 種 の契 約 条 項 の活 用 が まず は検 討 され る べ きで あ る が、 学 説 上

は、 こ の 問 題 に っ い て は 第79条 を含 め たCISG全 体 と して 規 定 が 欠 け て い

る の で あ って 、 第7条 ② に 基 づ い て 、 そ の 欠 落 を(a)準 拠 法 と な る国 内

法 理 で 補 充 す る べ きで あ る、(b)ユ ニ ドロ ワ 国 際 商 事 契 約 原 則(PICC)

や ヨー ロ ッパ 契 約 法 原 則(PECL)と い っ た一 般 原 則 で 補 充 す るべ きで あ

る 、 と い っ た 考 え 方 が 提 唱 さ れ て い る(S/S/Secondedition,Art.79,

Para31,32)。CISG第7条(1>の 考 え 方 か らす れ ば 、(a)よ り も(b)が 望

ま しい で あ ろ う。 この 点 に つ き(b)の 考 え 方 を 採 って 、 売 主 に よ る事 情

変 更 の主 張 と売 買 価格 の 改 訂 の請 求 を 認 め た 原 審 判 決 を 支 持 した ベ ル ギ ー

の 最 上 級 審 判 決 が79-20で あ り、 画 期 的 な判 決 と言 え よ う。

79-17国 際 商 業 会 議 所 仲 裁 裁 判 所(CourtofArbitrationoftheInterna-

tionalChamberofCommerce)1989年8月26日

CLOUTNo.102,http://cisgw3ユaw.pace.edu/cases/896281i1。html

買 主X(エ ジプ ト)と 売 主Y(ユ ー ゴ ス ラ ビ ア)が 鉄 鋼 棒8千 トンの 売

買 契 約 を 締 結 し、 契 約 が 履 行 さ れ た 。 た だ し、 同 契 約 に は 、 当 初 の売 買 に

お け る と同 一 の価 格 及 び 条 件 で鉄 鋼 棒 を8千 トン追 加 購 入 で き る権 利(オ
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プ シ ョ ン)が 規 定 され て お り、 そ の 後 、Xが 、 オ プ シ ョ ンを 行 使 して追 加

購 入 した い 旨 をYに 伝 え た 。 しか し、 鉄 鋼 の 市 場 価 格 が 上 昇 した こ とか ら、

Yは 当 初 の契 約 価 格 で の追 加 の鉄 鋼 棒 の 引 渡 しを拒 絶 した 。 そ の た め、X

は第 三 者 か らよ り高 額 で 鉄 鋼 棒 を 購 入 せ ざ るを 得 な か った 。

Xは 、Yに 対 して 当 初 の 契 約 価 格 と代 替 取 引 の 価 格 と の差 額 にっ き損 害

賠 償 を求 め て 仲 裁 を 申 し立 て た。

仲 裁 廷 は ま ず 、 本 件 に はCISGは 適 用 さ れ ず 、 準 拠 法 はユ ー ゴ ス ラ ビ ア

法 に な る と した。 そ れ に 続 け て 、 ユ ー ゴ ス ラ ビア 法 とCISG第79条(1)の 規

定 内容 を 比 較 しな が ら、Yの 追 加 の 鉄 鋼 棒 の 引 渡 し拒 絶 が契 約 違 反 とな る

か 否 か を検 討 した。

仲 裁 廷 は、 ユ ー ゴ ス ラ ビ ア法 の 該 当規 定(ユ ー ゴ ス ラ ビ ア債 務 法 第133

条)が 、 英 米 法 に お け る契 約 目的 達 成 不 能(frustration)法 理 、 及 び 、

ドイ ッ と オ ー ス ト リア に お け る行 為 基 礎 の 喪 失(WegfallderGeschaf-

tsgruntlage)法 理 と同 様 の 内 容 で あ る こ と を 確 認 した 。 そ の上 で 、 問 題

と な った 鉄 鋼 市 場 価 格 の上 昇(1ト ン当 た り190USド ル か ら215USド ル へ

の 上 昇)に っ い て 、鉄 鋼 の よ うな 商 品 の国 際市 場 価 格 が 変 動 す る こ と は経

験 的 に知 られ て い る こ と、 当 初 の 契 約 が 締 結 され た 時点 で 鉄 鋼 価 格 は緩 や

か に上 昇 し始 め て お り、 そ の傾 向 はオ プ シ ョ ン行 使 時 に も続 い て い た こ と、

Yが 被 る損 失 は取 引 の一 般 的 な マ ー ジ ンの 範 囲 内 で あ る こ とを 指 摘 して 、

こ の程 度 の 市 場 価 格 の 上 昇 は 「極 め て 突 然 か っ 大 幅 な上 昇 」 と は言 え な い

と し、 さ ら に、 そ れ は予 見 可 能 で あ り 「契 約 の 締 結 時 に 考 慮 す る」 べ きで

あ った と して 、Xの 請 求 を認 容 した。

79-18ブ ル ガ リ ァ 商 工 会 議 所 仲 裁 廷(ArbitrationTribunalofBulgarian

ChamberofCommerceandIndustry)1998年2月12日

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980212bu.html

売 主X(ロ シア)と 買 主Y(ブ ル ガ リア)が 鉄 筋(steelropes)の 売 買

契 約 を 締 結 し、XがYに 目 的 物 を 引 き渡 した が 、Yが 代 金 を支 払 わ な い の

で 、Xが そ の 支 払 を 求 め て 仲 裁 を 申 し立 て た。Yの 主 張 は、 契 約 の締 結 後

にYがXに 対 して 目的 物 の 引 渡 しを 中止 す る よ う頼 ん だ の に これ を 中止 し

なか った の はXの 契 約 違 反 で あ る、 と い う も の で あ っ た。Yが 引 渡 しの 中

止 を要 求 した理 由 は、 市 況 が 悪 化 した こ と、Yが 目的 物 の転 売 と保 管 にっ

き問 題 を抱 え て い た こ と、 ドル相 場 が上 昇 した こと、 建 設 業 界 が不 況 に陥 っ
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ていることであった。

仲裁廷は、Yに 未払い代金とその利息の支払を命 じたが、Yの 主張にっ

いては次のように判示 した。

「Yの引渡 し中止の要求を生 じさせた理由として挙げられた諸事情 は、

第79条 に示されている要件を満たしていない。Yが 引き渡 された目的物を

受領することは客観的に不可能であったわけではなく、提示された諸事実

は不可抗力(forcemajeure)を 構成す るもので もない。それ らの事実 は

予見不可能なものではない。本件契約及びCISG第79条(4)に は本件のよ う

な場合に行われるべき特別の行為が規定されているが、Yは それ らの行動

をとっていない。結論 として、 これ らの障害 は、YがXに 対 して引渡 しを

中止するよう求めるための十分な理由にはならない。」

79-19ベ ル ギ ー:ト ン グ レ ン 商 事 裁 判 所(RechtbankvanKoophandel

Tongeren)2005年1月25日(ScafomInternationalBV&OrionMetal

BVBAv.ExmaCPISA)

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050125b1.htm1

買 主X1(オ ラ ン ダ)は 売 主Y(フ ラ ンス)と 鉄 パ イ プ(stee/tubes)の

売 買 契 約 を 締 結 し、X,は 、 購 入 した鉄 パ イ プ を 加 工 業 者X、(ベ ル ギ ー)の

工 場 で 加 工 させ て い た 。Yが 、 契 約 締 結 の後 に鉄 鋼 価 格 が70パ ー セ ン ト

上 昇 した こ と を理 由 と して 、 約 定 して い た売 買 価 格 の値 上 げ を要 求 した の

で 、XlとYと の間 で価 格 の改 訂 に 関 して再 交 渉 が 行 わ れ たが 、X、が 当 初 の

約 定 価 格 で の契 約 履 行 を主 張 し続 け た ため 再 交 渉 は不 調 に 終 わ り、YはXl

へ の 目的 物 の 引渡 しを停 止 した。 な お 、XlとYの 間 の契 約 に は、 価 格 改 訂

に関 す る条 項 は存 在 して い な か った 。

X1とX,は 、Yの 契 約 違 反 に よ る損 害 の 賠 償 を 請 求 した 。 これ に対 してY

は、 鉄 鋼 の 市 場 価 格 の 高 騰 、 及 び 、 鉄 鋼 業 界 内 で の鉄 鋼 供 給 の 急 激 な 減 少

を理 由 と して 、 第79条 に よ る免 責 を 主 張 した。 裁 判 所 は 、 以 下 の よ う に判

示 した。

「契 約 の 履 行 は しば しば、 履 行 を 不 可 能 とす る不 可 抗 力 と は言 え な い一

定 の事 情 に よ っ て 、履 行 が 非 常 に 困 難 と な る。 そ こ で、 当 事 者 又 は裁 判 官

が 契 約 を 変 更 す る可 能 性 不 可 予 見理 論(theoriede1'imprevision)又

はハ ー ドシ ップ が あ るか 否 か と い う問 題 が 生 じ る。 こ の 問 題 はCISG

で は第79条 に お い て もそ の他 の規 定 に お い て も明 示 的 に 解 決 さ れ て い な い。
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…… この理論[不 可予見理論]は 、それが想定 している事態が義務の履行

を不可能 にはしないので、不可抗力及びそれに付随する案件(あ らゆる可

能な人的影響の外で生 じる案件)と は異なる。 その新たな事態は契約締結

の時点では存在 していなか ったので、それは意思表示の欠如の問題でもな

い。」

「ベルギーの判例及び学説の多数説によると、当事者がそのような条項

[状況の必要性 に応 じて当初の契約の変更を合意するための条項]を 契約

中に規定 していない場合には、当事者は後発的な事態の発生の結果を甘受

しなければな らない。 この考え方は、CISGが 適用 され る事案にっいて も

妥当する。すなわち、Yは 当事者間の契約 において価格調整条項を規定す

る可能性 を有 していたのであ り、 この点に関 しては、Yは 価格の上昇を合

理的に予見できたし、かっ、予見すべきであったという点が留意されるべ

きである。同様のことは、目的物の不足 という事態にっいて も妥当するの

であり、 そのような事態をYが 契約締結の時点において合理的に予見可能

であったと証明される場合には、Yは 在庫の不足 という理由によって全て

の引渡 しを停止する権利を取得す るものではない。……Yが 根拠とする事

態は予見できたし、かっ、予見すべきであったものであり、当事者間の契

約中にそれに備えて規定を置 くことがまさに可能であったということを考

慮す るならば、Yは 第79条 を援用することはできない。」

79-20ベ ル ギ ー:破 棄 院(HofvanCassatie)2009年6月19日(ScafomIn-

ternationalBVv.LorraineTubesS.A.S.)

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090619b1.htm1

本 判 決 は79-19の 上 告 審 判 決 で あ る。 事 案 は79-19に 記 載 の とお りで あ る

が 、 そ の 後 、Y(Yに つ い て は実 際 の 会 社 名 に変 更 が あ っ た が 、79-19に お

け る と同 様 にYと 表 記 す る。 ま た 、79-19に お け るXlがX,抜 き で 単 独 で 当

事 者 とな った の で、 以 下 で はXと 表 記 す る。)が 控 訴 した。

控 訴 審 裁 判 所 は、 ① 経 済 的 ハ ー ドシ ップ の 問 題 に っ い て はCISGは 規 定

を欠 いて お り、 本 件 に っ い て はCISG第7条(2)が 適 用 さ れ 、 そ の 結 果 と し

て フ ラ ン ス法 が 準 拠 法 と な る、 ② フ ラ ンス法 にお い て は ハ ー ドシ ップ の 事

案 に対 す る救 済 規 定 は存 在 しな い が 、 契 約 義 務 に重 大 な 不 均 衡 が生 じた と

き の よ うな 一 定 の場 合 に は、 一 般 的 な誠 実 原 則(フ ラ ン ス民 法1134条)に

基 づ い た 契 約 の再 交 渉 を義 務 づ け て い る、 と して1審 判 決 を破 棄 し、Yの
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主張(47.99パ ーセン トの代金増額)ど おりの増額価格での代金支払い請

求を認容 した。 これに対 してXが 上告。

破棄院は、以下のように判示 してXの 上告を棄却 した。

「1.第79条(1>の 下で は、「当事者 は、 自己の義務の不履行が自己の支

配を超える障害によって生 じたこと及び契約の締結時に当該障害を考慮す

ることも、当該障害又はその結果を回避 し、又は克服することも自己に合

理的に期待することができなかったことを証明する場合には、その不履行

にっいて責任を負わない』。契約の締結時に合理的に予見することができ

ず、かっ、明 らかに契約の履行の負担を不相当な程度に増加させる性質の

ものである事情 の変更は、その事情の下では、本条約の同条項[第79条

(1>]に おける障害(impediment)に 該当する。

2.第7条(1)は 、『この条約 の解釈に当たっては、その国際的な性質並

びにその適用における統一及び国際取引における信義の遵守を促進する必

要性を考慮する」 と規定 している。第7条 ② は、『この条約が規律す る事

項に関する問題であって、この条約において明示的に解決されていないも

のにっいては、 この条約の基礎を成す一般原則に従い、又はこのような原

則がない場合には国際私法の準則により適用 される法に従って解決する』

と規定 している。 したがって、統一性の要請 に従 ってその空白を埋めるた

めには、国際取引法を規律す る一般原則が探究されねばな らない。 とりわ

けユニ ドロワ国際商事契約原則に規定されているこうした原則によると、

契約の均衡を根本的に覆すような事情の変更を主張する当事者は、契約の

再交渉を主張する権利を も有する。

3.当 裁判所は、Xが ……鉄パイプの引渡 しのために、Yと いくっもの

売買契約を締結 していたこと、それ らの契約が締結された後に、鉄鋼価格

が予見されていなかった70パ ーセ ントという上昇を示 したこと、それらの

契約には価格調整のための条項が存在 しなかったことを認定する。原審は、

この予見 されなか った価格の上昇が、契約条件の変更なしでのそれ以降の

契約の履行がYに とって例外的な不利益 となるような重大な不均衡をもた

らす ものと認定 した。

4.こ れ らの認定事実によるならば、Xが 契約条件を再交渉 しなければ

ならなかったと原審が判断 したことに、主張 されるような法令の違反 はな

い。原審判決に対す るXの 主張は認容できない。当裁判所 はXの 上告を棄

却す る。」
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79-21ド イ ツ:連 邦 通 常 裁 判 所(Bundesgerichtshof)2007年11月27日

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/07112791.htm1

売 主Y(ド イ ッ)は ガ ラ ス工 場 を経 営 して い た が 、1997年12月29日 に 、

50mlガ ラ ス瓶(glassbottles)1000万 個 を1000個 当 た り80マ ル ク で 、100

mlガ ラ ス瓶600万 個 を1000個 当 た り100マ ル クで 製 造 し販 売 す る と い う契

約 を 買 主A(ギ リシ ャ)と 締 結 した 。 そ の 約 半 年 後 、AがYに 対 して契 約

の 修 正 を 要 求 して き た。 提 案 され た修 正 は、 一 方 で、Aは 売 買 価 格 を20マ

ル ク か ら22マ ル ク増 額(50m1瓶1000個 当 た り100マ ル ク に 、100m1瓶1000

個 当 た り122マ ル ク に)し 、 他 方 で 、Yが50m1瓶1000個 当 た り2マ ル ク、

100ml瓶1000個 当 た り2.2マ ル ク を 「コ ンサ ル テ ィ ン グ及 び マ ー ケ テ ィ ン

グ料 」 と して 第 三 者 で あ るB社(Yは 同 社 と は何 の 関 係 も有 して い な か っ

た)に 支 払 う、 とい う もの で あ った。Yは 、 こ の契 約 の修 正 に 同 意 した 。

最 初 の 目 的 物 に っ き代 金 が 支 払 わ れ た 後 に 、Yは9,256マ ル ク(1000個 当

た り2マ ル ク な い し2.2マ ル ク を 引 き渡 した瓶 の数 に掛 け た もの)をBに 送

金 した。 と ころ が そ の 後 、Aが 、Yを 別 会 社 と と り間違 え て 注 文 し、 注 文

の 中 で100個 当 た り の 金 額 の価 格 を っ け て しま い、 コ ンサ ル テ ィ ン グ料 は

2マ ル ク の代 わ り に20マ ル ク が、2.2マ ル クの代 わ りに22マ ル クが正 しか っ

た の で 、83,304マ ル ク を コ ンサ ル テ ィ ン グ料 と してBに 追 加 して 支 払 う よ

う にYに 求 め て き た。Yは 、 修 正 さ れ た 契 約 の 明 確 な文 言 を根 拠 に、 これ

を拒 絶 した 。

こ こで 、Aか ら債 権 を譲 り受 け たXが 、Yに 対 して 貸 付 金112,000マ ル ク

の 返 済 を 要 求 して き た。 す な わ ち、YA間 の 当 初 の 契 約 で は 、 ガ ラ ス瓶 の

製 造 に必 要 な金 型 をYがAか ら112,000マ ル ク で 買 い取 る こ と に な って い た

(売 上 税 を 回 避 す る た め に 、 金 型 はYの 所 有 物 とす るが 、 契 約 期 間 中 は 購

入 価 格 相 当額 をAがYに 無 利 息 で 貸 付 け を す る こ と、 及 び、Aが す べ て の

瓶 の製 造 終 了 後 に金 型 の購 入 オ プ シ ョ ンを 有 す る こ とに 合 意 して い た)。

そ して 、 最 初 の 目的 物 の 引渡 しの後 に 、AがYに 対 して 、 当 初 の 計 画 ど お

りの ロ シ アで の瓶 の 販 売 が 難 しい こ と を伝 え 、 す で に製 造 し終 え た 分 の 受

領 だ け を 希 望 す る こ と を伝 え て い た。 同 時 に 、Aは 、 金 型 を ロ シア に搬 送

して 、Aが ロ シア で こ れ を 売 却 した い と伝 え て い た 。 これ に対 してYは 、

打 ち切 られ て い た注 文 が 再 開 され な い限 り これ を拒 否 す る と回 答 して い た。

以 上 の経 緯 に よ り、Xが 、Bか ら譲 り受 け た 「コ ンサ ル テ ィ ング及 び マ ー

ケ テ ィ ン グ料 」 の 追 加 分 の 支 払 い、 及 び、Aか ら譲 り受 け た 貸 付 金 の返 済
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を求めて、Yに 対 して訴訟を提起 した。 これに対 してYは 、Aが 契約を中

途終了させたことによる逸失利益である410,999.44マ ルクの損害賠償請求

権とで相殺する旨の抗弁を提出した。

原審 は、Xの 請求はいずれも法的根拠がないとしたが、連邦通常裁判所

は、原審の判断 とは逆 に、 これらが法的根拠を有する可能性が十分にある

ことを詳細に論 じ、原判決を破棄 し差 し戻 した。そして、差戻 し審での審

理の際の留意点 として、次のように述べた。

「[XA間 の契約の終了]は 行為基礎の喪失(WegfallsderGeschafts-

grundlage)法 理か らは導き出せない。CISG自 体 は、行為基礎の喪失 を

理由とする主張の実質的な限界については規定 してお らず、また、CISG

が国内法を用いることを許容 しているか否かは関係 しない。それは、上級

地方裁判所が正確に認識 していたように、 ドイッ法によれば、 この法理は

適用されないか らである。本件では、上告理由とは反対に、等価性障害は

存在 していなかった。む しろ、仮 にルーブルの下落に関するAの 主張が真

実であれば、Aの 側の販売に障害がある。 しか し、 ドイッ連邦通常裁判所

の判例によれば、購入 した目的物の転売で利益 を得 られるかどうかの リス

クは買主が負う。」

「[ロシアでの]転 売の失敗はまた、Aお よび/ま たはXに 、主たる契

約を終了させることを許するものではなか った。CISG第79条(1>は 、契約

を終了させる権利を当事者に与えてはいない。……ルーブルの交換 レー ト

の下落のためにAが 注文 したガラス瓶を計画どおりにロシアの顧客に売却

することができなか ったというXの 主張にっいて同条項が適用され るかど

うか は、残 された問題である。 これは、CISG第79条 は権利者による損害

賠償の請求か らのみ義務者を免除するものだか らである。権利者の履行請

求権は影響 されない。」

4障 害が 「支配」を超えているという要件

不履行当事者に免責を認める要件として、第79条(1)は 、当事者の不履行

が 「その当事者の支配を超え る」障害によるものであることを規定 してい

る。

いくつかの事案で、政府による規制や政府機関の行為が当事者の履行 を

妨げた場合にっき、それ らが当事者の支配を超えた障害であると認定 され

ている。すなわち、下 に掲 げた79-23で は、公的機関が 目的物の食品とし
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ての安全性を認めなかったために、当該目的物 を買主が受領で きなかった

という事案で、代金を先払いしていた買主にっき、受領の不履行に対する

損害賠償責任の免責が認 められている。 また、前出の79-13で は、別の理

由によって売主の免責 は否定 されたが、売主の国による石炭の輸出禁止令

が売主の支配を超えた障害であることを前提 とした判断がなされている。

さらに、後出の79-24で は、やはり別 の理由によ って免責 は否定 されたが、

買主の国による目的物の輸入禁止令が、売主 にとってその支配を超えた障

害であると認められている。

また、79-12で は、 目的物を売主 に供給すべき第三者が売主に契約不適

合物品を引き渡 したため、売主が買主か らその契約不適合にっき責任を追

求された事案で、売主が不誠実ではなか ったという点を考慮 した上で、売

主の支配を超えた障害の存在が認め られた。

他方で、障害がその当事者の支配を超えたものであることという要件に

っき検討することな く、第79条 における免責の要件が満たされていると判

断された例 もある。下に掲げた79-22(買 主が代金支払 い遅延による利息

支払いと損害賠償の責任か ら免責 された)、 及び、後出の79-26(売 主が物

品の引渡 し遅延による損害賠償責任を免責 された)で ある。

79-22ド イ ツ:シ ャル ロ ッテ ンブ ル ク 区裁 判 所(AmtsgerichtCharlotten-

burg)1994年5月4日

http://cisgw3ユaw.pace.edu/cases/94091591.html

靴 の 小 売 業 を 営 む 買 主Y(ド イ ッ)が 、 靴 の 製 造 業 者 で あ るX(イ タ リ

ア)に 、 様 々 な 種 類 の 靴 を143足 注 文 し、 そ れ ら は1993年2月16日 にYへ

引 き渡 され た 。 代 金 の 支 払 い期 限 につ い て は、 請 求 書 の 日付 の10日 以 内 の

支 払 い な らば3%の 現 金 割 引 、 ま た は、 請 求 書 の 日付 の60日 以 内 と され て

い た。Xは 同 年2月5日 付 で 代 金 を 請 求 し たが 、Yが 支 払 わ な い の で、 同

年4月7日 付 け で第1回 目 の督 促 を 、 そ の後 さ らに第2回 目の 督 促 を した。

Yは 、 第2回 目の 督 促 の 後 、 同年4月29日 付 け の小 切 手 で、 欠 陥 が 存 在 し

た と す る靴 の分 を 差 し引 い た 代 金 額 だ け を 支払 っ た。Xは 、 欠 陥 の存 在 を

争 い、 差 し引 か れ た代 金 額 及 び そ の 他 の損 害 の 賠 償 と、 そ れ らにっ い て の

利 息 をYに 請 求 した 。

裁 判 所 は、Xの 請 求 を す べ て 棄 却 し、 判 決 理 由 の 中 で 、 次 の よ うに述 べ

た。
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「Yが1993年4月26日 付 の 手 紙 で 事 前 の 通 知 を して い た これ らの 靴 のY

に よ る販 売 の 試 み は、 当 事 者 双 方 に と って の 否 定 的 な効 果 を 軽 減 す るた め

の 試 み と して の み解 釈 で き る。 … … 欠 陥 に 関 す る意 見 の一 致 な しに、 又 は、

そ の指 摘 され た欠 陥 に か か わ らず 販 売 で き る可 能 性 を試 み る こ とな しに は

Yが 引 き取 る こ と を望 ま な か った よ うな 欠 陥 の あ る靴 に っ い て 、 そ の 代 金

を 直 ち に 支 払 う こ と をYに 合 理 的 に 期 待 す る こ と は で き な い の で 、CISG

第79条 に よ り、Yは 遅 延 した 支 払 い にっ い て は責 任 を 負 わ な い。Yは ま た、

そ の支 払 い遅 延 の理 由 をYに 伝 え て あ った(CISG第79条(4))。 」

な お 、Xが 控 訴 した が 、 ベ ル リン地 方 裁 判 所(LGBerlin)は 、1994年

9月15日 の 判 決 で控 訴 を 棄 却 した(第79条 に 関 す る言 及 は な い)。

79-23ロ シア:ロ シ ア連 邦 商 工 会 議 所 国 際 商 事 仲 裁 廷(TribunalofInter-

nationalCommercialArbitrationattheRussianFederationChamberofCom-

merceandIndustry)1997年1月22日

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970122r1.htm1

買 主X社(ロ シア の 貿 易 会 社)が 、 売 主Y社(ド イ ツ)か ら、 脂 肪 分82

%含 有 の 食 卓 用 バ タ ー300ト ン を、CIPPetersburg条 件 、 代 金 先 払 い で 購

入 した。 ペ テ ル ス ブル クへ 送 付 され た 目的 物 は、 ロ シア 政 府 の 規 定 に した

が って、 税 関 か ら政 府 の 検 査 セ ン タ ーへ 付 託 され 、 安 全 性 の 検 査 を受 け た。

検 査 の結 果 、 食 品 と して の安 全 性 に関 す る証 明 書 の発 行 が 拒 否 さ れ、 そ の

物 品 の売 買 は禁 止 さ れ た 。

Xは 、 目的 物 が 規 制 以 上 の不 純 物(鉛)の 混 入 に よ る低 品質 の もの で あ っ

た こ とを 理 由 と して そ の 引 き取 りを 拒 絶 し、Yに 対 して 損 害 賠 償 を請 求 し

て 仲 裁 を 申 し立 て た 。 これ に対 してYは 、 目的 物 の 品 質 に つ い て は ドイ ッ

の 検 査 機 関 に よ り適 合 性 の証 明 を得 て い る と主 張 し、Xに よ る引 き取 り拒

絶 に よ って 生 じた費 用 の 賠 償 を求 め て 反 訴 を 申 し立 て た。

仲 裁 廷 は、 契 約 に適 合 した 物 品 の 引 渡 しが 履 行 さ れ な か った と して、X

のYに 対 す る損 害 賠 償 請 求 を 認 容 した 。 そ して 、Yか らの 反 訴 にっ い て は、

「Xは 契 約 違 反 を して い な か った 。Xは 契 約 で 定 め られ た期 限 内 に 目 的 物

の 代 金 を 先 払 い し、 目的 物 の受 領 の た め に必 要 な全 て の手 続 き を踏 み 、 通

関 手 数 料 を支 払 った 。 しか しなが ら、Xの 支 配 を超 え た状 況 の た め に、 す

なわ ち、 安 全 性 証 明 書 のXに よ る 申請 が、 目的 物 中 の 多 量 の 不 純 物 の 混 入

に よ って 拒 否 さ れ た た め に 、Xは 目的 物 を 受 け取 る こ と が で き なか った 」
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と述べて、YのXに 対する損害賠償の請求を棄却 した。

5障 害を 「考慮」することができなかったという要件

第79条 に基づ く免責の要件を満たすためには、不履行当事者にとって、契

約の締結時に障害を考慮することが合理的に期待することができなかった

という要件を満たさなければならない。 したがって、障害は存在 していた

が、それが契約が締結 された時点で当事者に知 られているべきであったと

いう場合 には、免責 は否定される。

79-3は、売主が買主の国の輸入規制に従った粉 ミルクを調達することが

できなかったことを理由として免責を主張 した事案で、裁判所は、売主 は

契約を締結する際にそのような規制を知 っていたのであり、それに適合す

る物品を探 し出す リスクを負 っていたと判示 した。同様に、79-13で は、

石炭の輸出禁止令を理由とす る売主の免責の主張が、当該規制は契約を締

結 した時点で存在 していた(し たがって考慮 されるべきであった)と い う

理由で否定 された。 また、79-17で は、 目的物(鉄 鋼)の 市場価格が変動

しており契約が締結 された時点で上昇を始めていたことは知 られていたの

で、約3か 月中の鉄鋼価格の13.16パ ーセ ントの上昇 は契約が締結された

時に予測可能であったとして、免責が否定されている。 さらに、79-18で

は、 目的物の市場価値の変動にっき、そのような変動は契約が結ばれる時

点で予見不可能なものではないとして、売主の免責の主張が退けられてい

る。

他方で、この要件にっいては論 じていないにも関わらず、以下の判決 ・

仲裁判断は、第79条 による免責の要件が満たされていると判示 している。

79-12(売 主が契約不適合物品の引渡 しによる損害賠償責任を免責された

が、ただ し、裁判所は売主に対 して買主への一部の返金を命 じた)、79-22

(買主が支払い遅延による利息と損害賠償の責任からの免責を認め られた)、

79-23(物 品の代金を支払い済みの買主が、引渡 しの受領不履行を理由と

する損害賠償責任の免責を認められた)。

6障 害の 「回避」「克服」ができなかったという要件

第79条(1)に よる免責が認められるためには、不履行当事者が障害を回避

することを合理的に期待することができなかったことが必要である。 これ

に加えて、不履行当事者が障害又はその結果を克服することを合理的に期
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待す ることがで きなかったことが必要である。 これ らの要件を充足 してい

なか ったことが、売主の不履行が売主への供給者の不履行に起因す ると主

張された場合の売主の免責を否定 している裁判例 ・仲裁判断例において認

定されている。すなわち、79-10で は、売主側の供給者が欠陥のあるワイ

ンワックスを直接 に買主宛てに船積み したときの売主が、79-15で は、売

主への供給者がその工場の緊急の閉鎖により物品の製造をできなかったと

きの売主が、これらの障害を回避 しまたは乗 り越えることを したがっ

て彼 らの契約上の義務を果たすことを 合理的にみて期待されるべき旨

が判示された。

また、下に掲げた79-24は 、他の要件は満たされているにもかかわ らず、

障害の結果の克服可能性の要件が満たされていないことを理由として、売

主の免責を否定 した ものである。結果克服 のための行為と損失軽減義務

(第77条)と の関連を示唆 している点でも興味深い事例である。

他方で、この要件を問題としていないにも関わ らず、以下の判決 ・仲裁

判断 は、第79条 による免責の要件が満たされていると判示 している。79-

26(売 主が物品の引渡 し遅延の損害賠償責任を免責 された)、79-22(買 主

が支払い遅延による利息 と損害賠償の責任からの免責を認め られた)、79-

12(売 主は不適合物品の引渡 しについての損害賠償責任を免責されたが、

ただし、裁判所は売主に対 して買主への一部の返金を命 じた)、79-23(物

品の代金を支払い済みの買主が、引渡 しの受領不履行を理由とする損害賠

償責任の免責を認められた)。

79-24米 国:ア メ リカ 仲 裁 協 会 紛 争 解 決 国際 セ ンタ ー(lnternationalCen-

terforDisputeResolutionoftheAmericanArbitrationAssociation)2007年

10月23日(MacromexSrl.v.Globexlnternationallnc・)

http://cisgw3.law.pace.edu/cses/071023a5.htm1

売 主Y(米 国)と 買 主X(ル ー マ ニ ア)が 、 冷 凍 鶏 肉 の売 買契 約 を締 結

した。 契 約 で は、 目 的 物 は2006年5月29日 ま で に全 て が 引 き渡 さ れ るべ き

も の とさ れ て い た。 そ の 後 、 鳥 イ ンフ ル エ ンザ の大 流 行 に よ り、 ル ー マ ニ

ア政 府 は 、2006年6月7日 現 在 で 認 定 を受 けた も の以 外 の 全 て の鶏 肉 の 輸

入 を禁 止 した。 しか し、Yの 船 積 み が 遅 れ た た め、 目的 物 を 載 せ た船 の 半

分 は期 限 内 に港 へ 到着 せ ず 、 ル ー マ ニ ア政 府 の 認 定 を受 け る こ とが で き な

か った。XはYに 、 残 りの 目 的 物 を ル ー マ ニ ア 国 外 の港 で 荷 揚 げす る こ と
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を提案 し、実際にいくっかの港を示唆 した。 しか し、Yは 、ルーマニア政

府の輸入禁止令は不可抗力事由を構成 し契約を無効にすると主張 し、残 り

の目的物を別の買主に売却 して、相当な利益を得た(こ れ らの背景には鶏

肉価格の高騰があった)。

XがYの 契約不履行による損害賠償を求めて仲裁を申 し立てた。仲裁人

は、本件での争点を、Yの 当初の引渡 しの遅延の法的効果 と、残 りの目的

物にっいてのYの 最終的な引渡 し不履行の法的効果との2っ に分け、順に

検討 した。

まず、当初の引渡 しの遅延にっいては、Yの 第79条 に基づ く抗弁にっき

判断する前 に、そもそも第49条 における重大な契約違反 とは認められない

と判示 した。その理由は、両当事者の従前の取引経過 と業界慣行は、遅延

にっ き一定の柔軟性を許容 しており、また、当事者は引渡 し期 日について

の変更を合意 していた(第29条)と 思われる、実際にXはYに 対 して目的

物の速やかな引渡 しを求めながらも、船積みの遅延を何度か許容 していた、

というものであった。

しか し、Yに よる残 りの目的物の引渡 しの最終的な不履行 にっいては、

重大な契約違反になるとした。そして、 この契約違反 についてYが 第79条

により免責されるか否かの検討に進み、ルーマニア政府の輸入禁止令 はY

の支配を超えるものであ り、それを契約の締結時に考慮することは合理的

にみて不可能であったとした。 しか し、第79条 の要件のうちの障害克服 の

合理的可能性の存在の有無にっき、関連す る各国判例法 と仲裁判断例、学

説、及 びU.C.Cに 関す る国内判例(CISG第7条(2)を その根拠 としている)

を詳細に検討 した上で、「YはXと ともに可能な代替策を探求すべきであっ

たのに、そうはしないで、YはXの 損失の もとで利益を得た」 ことを重視

して、Yの 第79条 に基づ く抗弁 を退けてXの 損害賠償請求を認めた。

7証 明責任

第79条 の 問 題 に お い て は、 ま ず 損 害 賠 償 を請 求 す る側 が 契 約 不 履 行 の 事

実 に っ き証 明 し、 そ れ に対 して、 不 履 行 を した 者 が 免 責 の ため の 障 害 にっ

き証 明責 任 を 負 う(注 釈 且(鹿 野)233頁 、S/S/Schwenzer,Art.79,para

59)0

前 出 の79-11は 、 第79条(1)が 「当 事 者 は … … 証 明 す る場 合 に は」 と

い う文 言 に よ り 免 責 の た め の 諸 要 件 の証 明 責 任 を、 免 責 を 主 張 す る当
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事 者 に 明 示 的 に分 配 して い る こ とを 確 認 して い る。 た だ し、 こ の判 決 は、

こ の 問題 を 本 条 約 の適 用 範 囲 を超 え る もの で あ り法 廷 地 の 手 続 法 に 従 う も

の と見 て い る。 ま た 、 こ の判 決 は、CISGが 一 般 原 則 と して ル ー ル/例 外

(rule/exception)原 則 に従 って い る こ とを 確 認 して い る。 下 に 掲 げ た79-

25(及 び前 出 の79-15)も 、 免 責 の 要 件 の証 明 責 任 は免 責 を 主 張 す る 当 事

者 に課 せ られ て い る こ と を明 確 に 述 べ て い る。

ま た 、79-10は 、 契 約 目 的 物 を異 議 を 留 め る こ と な く受 領 した 後 に な っ

て 買 主 が 契 約 不 適 合 を 主 張 す る場 合 に は、 そ の 契 約 不 適 合 の 事 実 に っ いて

は買 主 が証 明 責 任 を 負 う こ と を前 提 と した判 示 を して い る(そ の上 で証 明

責 任 の転 換 を 認 め た)。

な お 、 第79条(2)の 証 明 責 任 につ い て は 、 後 出 の79-27が 明 示 的 に言 及 し

て い る。

79-25イ タ リア:パ ヴ ィア地 方 裁 判 所(TribunalediPavia)1999年12月29

日(Tessile21S.r.1.U.IxelaS.A.)

CLOUTNo.380,http://cisgw3ユaw.pace.edu/cases/991229i3。html

高 級 服 飾 織 物 を買 主Y(ギ リシ ャ)に 販 売 した 売 主X(イ タ リア)が 、

未 払 い分 の 代 金 とそ の 法 定 利 息 、 及 び、 貨 幣価 値 の低 下 に よ る損 害 賠 償 の

支 払 い を 求 め てYを 訴 え た 。Yが 何 の応 答 も しな か った の で 、 欠 席 判 決 が

下 さ れ た。 裁 判 所 は、 未 払 い代 金 とそ の法 定 利 息 の請 求 を 認 め た が、 貨 幣

価 値 の低 下 に よ る損 害 賠 償 に っ い て は、 以 下 の よ うに判 示 した。

「現 時 点 を 含 む そ の 期 間 中 に お いて 、 法 定 利 息 の利 率 は 常 に イ ン フ レ率

を上 回 って き た の で、 貨 幣 価 値 の 低 下 に よ る損 害 を理 由 と して 支 払 わ れ る

べ き もの は な い。 他 方 で、Xは 損 害 の存 在 を 証 明 す る責 任 を 負 う(第7条

(2>、第79条)が 、CISGは 明 確 に利 息 と損 害 賠 償 とを 区 別 して お り(第78

条)、Xは 代 金 不 払 い に よ り生 じた損 害 にっ き証 明 して い な い 。」

8自 己の使用 した第三者による不履行(第79条(2))

第79条 ② は、不履行当事者が 「契約の全部又は一部を履行するために自

己が使用 した第三者の不履行によって生 じた」 ことを理由として免責を主

張す る場合について、その免責 される要件を加重 している。すなわち、免

責が認められるべ き条件として、第79条(1)における免責の要件が、免責 を

主張する不履行当事者 と第三者 との両方にっいて満たされることを要求 し
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て い る。 この こ とは、 た とえ 第 三 者 が 売 主 と買 主 の 間 の 紛 争 に巻 き込 まれ

て い な い した が って 第 三 者 が 免 責 を主 張 して い な い 場 合 で あ って

も妥 当 す る(以 上 の点 に関 す る起 草 過 程 で の議 論 を含 ん だ 学 説 に つ い て は、

シュ レ ヒ ト リー ム147-149頁 、 曽野=山 手[157]、 注 釈II(鹿 野)215-219

頁 、S/S/Schwenzer,Art.79,para34-38を 参 照)。

裁 判 例 ・仲 裁 判 断例 で 中 心 的 とな って い る争 点 の1っ は 、 契 約 の 不 履 行

に何 らか の 関 与 を も った 第 三 者 が は た して 「契 約 の全 部 又 は一 部 を履 行 す

る た め に 自己[免 責 を 主 張 す る不 履 行 当事 者]が 使 用 した 第 三 者 」 に該 当

す る か否 か の 判 断 で あ る。 こ れ は 、 売 主 へ の 目的 物 の供 給 者 が これ に 含 ま

れ る か とい う問 題(前 出 の 「3(2)売 主 へ の 供 給 者 の 不 履 行 」 で扱 って

い る)と も関 連 して い る。

79-9は 、 売 主 か ら ワ イ ン ワ ッ ク ス の注 文 を受 け て 、 売 主 を 通 さず に そ の

買 主 へ 直 接 に 目的 物 を 送 付 した ワ ック ス製 造 者 は、 第79条(2)に い う第 三 者

に は 当 た らず 、 売 主 の 免 責 の主 張 にっ い て は79条(1)が 問題 に な る と判 示 し

た。 しか し、 そ の 上 告 審 で あ る79-10は 、 売 主 は第79条(1>に よ って も第79

条(2)に よ って も免 責 さ れ な い と した 。 ま た 、75-5は 、 第79条(2)は 自 己 の

使 用 す る第 三 者 又 は 自己 の従 業 員 に よ る不 履 行 につ き適 用 され る が、 第 三

者 が 売 主 へ の 供 給 者 で あ る製 造 業 者 又 は供 給 下 請 人 で あ る場 合 に は適 用 さ

れ な い 旨 を 判 示 して い る。 他 方 で、79-16は 、 買 主 が 売 主 か ら物 品 の船 積

み の た め の 特 殊 な タイ プ の袋 を そ こ に送 付 す る よ う指 示 され た とい う化 学

肥 料 製 造 業 者 は、 第79条(2)に い う第 三 者 に該 当 す る と した 。

下 に 掲 げ た79-26で は 、 売 主 が 物 品 を輸 送 す る た め に契 約 上 の 義 務 と し

て で は な く好 意 か ら手 配 した運 送 人 は、 第79条 ② の第 三 者 に は 当 た らな い

と さ れ た。 ま た 、79-27で は 、 問題 と な っ て い る第 三 者 が 第79条(2)に い う

「契 約 の全 部 又 は一 部 を 履 行 す る た め に」 使 用 さ れ た こ との 証 明 責 任 は 、

そ の 旨 を 自己 の有 利 に 主 張 す る側 が 負 う と判 示 して い る。

79-26ス イ ス:チ ュー リ ッ ヒ商 事 裁 判 所(HGZurich)1999年2月10日

CLOUTNo.331,http://cisgw3ユaw.pace.edu/cases/990210s1.htm1

売 主X(イ タ リア)が 、 芸 術 関 連 書 籍 の 出版 社 で あ る買 主Y(ス イ ス)

の 依 頼 に よ り、 数 回 に わ た って、 芸 術 関 連 書 籍 の印 刷 ・製 本 ・供 給(第3

条(1))を 行 った 。 そ の 後 、Yが 未 払 代 金 の 支 払 い を 拒 絶 し た の で、Xが 訴

訟 を提 起 した。 これ に対 してYは 、 い くっ か の事 実 を 挙 げ て 、 それ らか ら
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生 じるXに 対する代金減額請求権や損害賠償請求権で自己の損害賠償債務

と相殺する旨を主張 した。

そのYの 主張の中の1つ が、Xが 販売 カタログを展示会の初日に間に合

うように引き渡す ことができなかったため、重要な得意先の信用を失い、

多額の損害を被 ったとす るものであった。 これに対 して、Xは 、工場渡 し

での発送が合意されてお り、運送人の手配 は義務としてではなく単に好意

として行 ったのだと主張 した。 しか し、Yは 、運送代理人への依頼 と運送

代理人の履行にっいてはXが その責任を負うと主張 した。

裁判所 は、本件では、Yに より指定された場所において目的物を引き渡

すという契約上の義務をXが 引き受 けたとは認められず、Xは 、 目的物 を

運送人に交付することによってその義務を果た したことになる、 とした。

そして、Xか ら運送を委託された運送人はXの 代理人 たる地位 にあり、

第79条(2)に おける第三者に該当す る、というYの 主張にっいて、以下のよ

うに述べた。

「ウイーン売買条約の下では、第79条 又 は第80条 のいずれかによる免責

が認められない限 り、当事者は、契約を履行するために自己が使用 した第

三者の行為によって生 じた契約不履行にっ き第一義的に責任を負 う。それ

ゆえ、当該第三者が契約を履行するために使用されたこと、言い換えると、

当該第三者が契約の内容を形成するものとしての第31条 に規定された諸義

務の1っ を履行することが、その要件 となる。上述 したように、目的物の

運送 はXの 契約上の義務には属さない。 したが って、第31条 により、Yへ

の搬送のために目的物を交付 した運送人の過誤にっいてXは 責任を負わな

い。Xは 目的物を最初の運送人に交付することによって、その引渡 し義務

を履行 したことになる。それゆえ、Xは その引渡 し義務の 『履行のために」

運送代理人を使用 したのではない。この意味で、運送人は第79条(2)におけ

る第三者 にはあたらない。」

裁判所は、Yが 主張するXの 契約違反の存在を全て退け、 したがってY

の相殺の主張も認めず、Xの 請求を認容 した。

79-27ス イ ス:ル ガ ー ノ 上 級 地 方 裁 判 所(Tribunaled'appeloLugano,

CantonedelTicino)2003年10月29日(N_P...v.H...SA)

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031029s1.htm1

売 主X(イ タ リ ア)が 買 主Y(ス イ ス)へ 、 ヘ リ ポ ー トの 事 務 室 に 据 え
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付けるための組立て式仕切 り壁を引き渡 した。XがYに 未払い代金の支払

いを求めて提訴 したが、Yは 、仕切 り壁が契約で合意されていた防音性能

を備えていなか ったことを理由に、未払い代金と契約不適合による損害賠

償額 とを相殺する等を主張 して、支払いを拒んだ。

裁判所 は、防音性能の問題の原因は、売買 目的物そのものの品質にあっ

たのではな く、その据付け方法の不適切さにあったと認定 した。また、仕

切 り壁を現場で実際に据 え付 けたのはXで はな く、AとBで あった と認定

した。 そこで、AとBに よる据付けの欠陥にっ きXが 責任を負 うか否かが

争点 となったが、Yは 、AとBはXの 代理人であったと主張 した。

裁判所 は、第79条(2)は、売主が第三者に契約 の全部又は一部の履行を依

頼 した場合の売主の責任を認めるものであり、不完全な履行がAとBに よ

るものであった場合には、XとA・Bと の両方が第79条(1>に より免責 され

ない限りは、Xは 不履行 にっいての責任を負うとしたが、それに続けて、

本件では 「AとBが この据付けの役割をXの 依頼により引き受けた と結論

づけることはできない。証拠が不十分な場合には、 この点[第79条(2)]に

関す る証明責任はYが 負 うことになる」 と述べた。結論 として、Yの 相殺

の主張は認め られず、未払い代金の支払いが命 じられた。

9免 責 の効果(第79条(5))

第79条 ㈲ は、免責の主張が認め られると不履行当事者は損害賠償責任を

免れ るが、 しか し、損害賠償責任以外の不履行責任からは免れることがで

きない旨を規定 している。この規定に関 しては、起草過程 において、特 に、

権利者からの履行請求権を存続 させることの是非にっき議論が戦わされた。

履行請求権の存否が、契約解除権や他の救済手段にも影響する可能性があ

ると考 え られたか らである(シ ュ レヒ トリーム146-147頁 、 曽野=山 手

[159]、 注釈II(鹿 野)221-225頁)。 近時の学説 は、履行請求権 に関 して

は目的物が特定物か種類物かで異なりうることを指摘 してお り、また、解

除権や代金減額請求権、利息請求権は第79条 による免責によっては影響 を

受けないとしている(S/S/Schwenzer,Art.79,para52-56)。

実際の裁判例 ・仲裁判断例では、履行請求権が問題 とされた事案 は、参

照可能だったものの中では見当た らなか った。不履行当事者が第79条 によ

る免責を認められた事案では、損害賠償の請求は棄却 されている(79-23、

79-26)。 また、79-22で は、未払い代金相当額の損害賠償の請求 とともに、
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それにっいての利息の請求にっいても、第79条 を根拠 として退けられた。

なお、79-12で は、買主 の損害賠償 の請求と解除の請求が、売主の不適合

物品の引渡 しがその支配を超える障害によるものであったという理由で否

定されたが、 しかし、裁判所は、 目的物の契約不適合性を補償するために、

代金の一部減額 とその返還を売主 に命 じている。利息の請求が免責 される

かについては疑問が残 るが、解除の可否については、第79条 とは別に、解

除権の発生要件 という観点か らの判断 も必要であるので、事案によって結

論が異なることはありうるであろう。

10第79条 と不可抗力条項との関係

第79条 は、本条約の条項の修正 または効力の変更を当事者に認める第6

条の規定の例外 とはされていない。 したが って、当事者は第79条 の全部又

は一部を排除するような不可抗力条項を規定することができる。また、第

79条 によってはカバーされない事態 経済状況の変動 といった、いわゆ

る事情変更の場合 に備えて、ハー ドシップ条項を規定することも可能

である(S/S/Schwenzer,Art.79,para57)Q

79-2は 、契約中の不可抗力条項の射程がCISG第79条 の射程よりも広 く

はないことを理由に、不可抗力条項ではなく第79条 の適用の可否につき検

討 している。また、下 に掲 げた79-28は 、買主が不可抗力を構成すると主

張す る事態が不可抗力条項の網羅的なリス トの中には見出されないとい う

理由で、買主の免責の主張を否定 した。 しか し、この仲裁判断にっいては、

契約当事者が不可抗力条項を規定 して第79条 の適用を排除する意思を本当

に有 しているのか否かは当該契約の解釈によって慎重に判断されるべきで

あり、 この点で問題があるという批判がなされている。

79-28ロ シ ァ 連 邦 商 工 会 議 所 国 際 商 事 仲 裁 廷(TribunalofInternational

CommercialArbitrationattheRussianFederationChamberofCommerceand

Industry)1995年10月17日

CLOUTNo.142,http://cisgw3.pace.edu/cases/951017r1.htm1

売 主X(ド イ ツ)が 買 主Y(ロ シ ア 、 本 件 契 約 締 結 時 は 旧 ソ 連)に 対 し

て 、 売 買 契 約 に 基 づ き 、 目 的 物(自 動 回 折 計)を 引 き 渡 し、Yは こ れ を 受

領 し た が 、 そ の 代 金 を 支 払 わ な か っ た 。Yは そ の 理 由 と し て 、Yの 外 貨 取

引 に っ き 責 任 を 負 う 銀 行(theForeignEconomicBankoftheUSSR)

(111> 74-82
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が、Xに 支払われるべき金額に当てる決済通貨 と交換可能 な預金がYの 預

金口座には不足 しているとして、Yの 要求にもかかわらずXに 送金 しなか っ

たことが原因であると述べた。そして、Yは 、同銀行が外貨を準備できな

か った ことは不可抗力(forcemajeure)と みなされるべきであり、契約

違反の責任は免除されると主張 した。 そこで、Xが 代金の支払いを求めて

仲裁を申し立てた。

仲裁廷 は、Yの 不可抗力の主張を、以下のように述べて退けた。

「Yの不可抗力事由の主張、 とりわけ、輸入 した目的物にっいての支払

いのために必要な決済通貨の資金不足の主張にっいて、本仲裁廷はそれを

考慮することはで きない。何故 ならば、[XY間 の]契 約の第10条 が、各

当事者の契約上の義務の履行を延期することができる事態についての網羅

的な リス トを掲げているか らである。 この リス トには、Yの 決済通貨の資

金不足のような事態 は含まれてはいない。」

(2011年3月27日 脱 稿)
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